
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号

発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
八

項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
同
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
八
第
六
項
、
第
二
十
七
条

の
十
一
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
四
、
第
二

十
七
条
の
五
第
二
号
（
同
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
六
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
十
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
の

十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
一
項
、
第
二
十
七
条
の
九
、

第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
、
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
二
十
七
条
の
十
四
並
び
に
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
六
条
第

一
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
八
条
第
五
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
有
価
証
券
の
公
開
買
付
け
の
届
出
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
の
全
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
有
価
証
券
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。

一
の
二
　
株
券
等
信
託
受
益
証
券
　
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
い
う
。

一
の
三
　
株
券
等
預
託
証
券
　
令
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
い
う
。

二
　
有
価
証
券
届
出
書
　
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
届
出
書
を
い
う
。

三
　
金
融
商
品
取
引
業
者
　
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

四
　
有
価
証
券
報
告
書
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
い
う
。

五
　
株
券
等
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。

六
　
買
付
け
等
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
。

七
　
買
付
け
等
の
価
格
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
の
価
格
を
い
う
。

八
　
銀
行
等
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。

九
　
売
付
け
等
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
売
付
け
等
を
い
う
。

十
　
公
開
買
付
け
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
を
い
う
。

十
一
　
特
別
関
係
者
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
特
別
関
係
者
を
い
う
。

十
二
　
公
開
買
付
開
始
公
告
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
公
告
を
い
う
。

十
三
　
公
開
買
付
者
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
者
を
い
う
。

十
四
　
公
開
買
付
届
出
書
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
添
付
書
類
を
い
う
。

十
五
　
買
付
条
件
等
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
買
付
条
件
等
を
い
う
。

十
六
　
公
開
買
付
期
間
　
法
第
二
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
公
開
買
付
期
間
を
い
う
。

十
七
　
公
開
買
付
説
明
書
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
説
明
書
を
い
う
。

十
八
　
意
見
表
明
報
告
書
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
意
見
表
明
報
告
書
を
い
う
。

十
九
　
対
質
問
回
答
報
告
書
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
十
一
項
に
規
定
す
る
対
質
問
回
答
報
告
書
を
い
う
。

二
十
　
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
　
法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
を
い
う
。

二
十
一
　
応
募
株
主
等
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
募
株
主
等
を
い
う
。

二
十
二
　
応
募
株
券
等
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
応
募
株
券
等
を
い
う
。

二
十
三
　
公
開
買
付
報
告
書
　
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
報
告
書
を
い
う
。

二
十
四
　
あ
ん
分
比
例
方
式
　
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
あ
ん
分
比
例
の
方
式
を
い
う
。

二
十
五
　
対
象
者
　
公
開
買
付
け
に
係
る
株
券
等
の
発
行
者
を
い
う
。

二
十
六
　
電
子
公
告
ア
ド
レ
ス
　
令
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
開

示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）

の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、

記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。

（
株
券
等
に
含
め
な
い
有
価
証
券
）

第
二
条
　
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
す
る
。

一
　
議
決
権
の
な
い
株
式
（
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
の
な
い
株
式
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該

株
式
の
取
得
と
引
換
え
に
議
決
権
の
あ
る
株
式
を
交
付
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
の
な
い
株
式
に
係
る
株
券

二
　
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
う
ち
前
号
に
掲
げ
る
株
式
の
み
を
取
得
す
る
権
利
を
付
与

さ
れ
て
い
る
も
の

三
　
外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
前
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

四
　
株
券
等
信
託
受
益
証
券
で
、
受
託
有
価
証
券
（
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
受
託
有
価
証
券
を
い

う
。
第
八
条
第
三
項
第
六
号
及
び
第
九
条
の
六
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
前
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で

あ
る
も
の

五
　
株
券
等
預
託
証
券
で
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

（
有
償
の
譲
受
け
に
類
す
る
も
の
）

第
二
条
の
二
　
令
第
六
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
社
債
券
の
取
得
（
当
該
社
債

券
に
係
る
権
利
と
し
て
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
株
券
等
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
権
利

（
当
該
社
債
券
を
取
得
す
る
者
が
当
該
社
債
券
の
発
行
者
に
対
し
当
該
株
券
等
に
よ
る
償
還
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
権
利
に
限
る
。
）
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
行
使
に
よ
る
株
券
等
の
買
付
け
等
が
適
用
対
象
と
な
る
新
株
予
約
権
）

第
二
条
の
二
の
二
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
当
該
新
株
予
約
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
が

確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
い
で
取
得
さ
れ
て
も
投
資
者
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ

と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
新

株
予
約
権
と
す
る
。

一
　
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
が
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
百
七
十
七
条
に
規
定
す

る
新
株
予
約
権
無
償
割
当
て
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
新
株
予
約
権
に
係
る
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行
の
日
か
ら
会
社
法
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
期
間
（
同
法
第
二
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を
含

む
。
第
八
条
第
三
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
二
月
を
超
え
な
い
こ
と
。

三
　
当
該
新
株
予
約
権
に
係
る
新
株
予
約
権
証
券
の
募
集
に
際
し
、
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
引
受
け
を
行
う
一

又
は
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
が
発
行
さ
れ
た
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
全
て
（
当
該
新
株
予
約
権
証
券

に
係
る
新
株
予
約
権
が
行
使
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
取
得
し
て
自
己
又
は
第
三
者
が
当
該
新
株
予
約
権
証

券
に
係
る
新
株
予
約
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
が
発
行
者
と
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間

で
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
特
別
支
配
関
係
に
あ
る
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
二
条
の
三
　
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
特
定
買
付
け
等
（
同
項

第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
買
付
け
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
日
以
前
一
年
間
継
続
し
て
当
該
特
定
買
付

け
等
を
行
う
法
人
等
に
対
し
て
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
令
第
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
株
主

等
の
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
に
係
る
株
式
又
は
出
資
を
所
有
す

る
関
係
に
あ
る
場
合
（
当
該
特
定
買
付
け
等
が
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
券
等
に
係

る
買
付
け
等
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
か
ら
行
う
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
以
外
の

場
合
と
す
る
。

一
　
新
株
予
約
権
証
券
及
び
新
株
予
約
権
付
社
債
券

二
　
外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

三
　
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
（
令
第
一
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

1



四
　
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
、
同
号
に
規
定
す
る
受
託
有
価
証
券
が
前

三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
も
の

五
　
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係

る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

２
　
前
項
の
議
決
権
（
総
株
主
等
の
議
決
権
を
除
く
。
）
に
は
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
社
債
等
振
替
法
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第

一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十

九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
関
係
法
人
等
）

第
二
条
の
四
　
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
親
法
人
等
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
親
法
人
等
（
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て

同
じ
。
）

二
　
親
法
人
等
が
他
の
法
人
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
特

別
支
配
関
係
（
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
別
支
配
関
係
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

三
　
前
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

四
　
親
法
人
等
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
等

五
　
前
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
等

六
　
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

七
　
特
定
買
付
け
等
を
行
う
者
が
他
の
法
人
等
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法

人
等

八
　
前
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

九
　
前
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

２
　
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
特
定
買
付
け
等
を
行
う
日
以
前
一
年

間
継
続
し
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
た
者
（
当
該
特
定
買
付
け
等
が
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
当
該
株
券

等
の
発
行
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
以
外
の
者
と
す
る
。

（
株
券
等
の
所
有
者
が
少
数
で
あ
る
場
合
）

第
二
条
の
五
　
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
株
券
等
の
所
有
者
が
少
数
で
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
株
券
等
の
所
有
者
が
二
十
五
名
未
満
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

２
　
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
全
て
の
所
有
者
が
同
意
し
て
い
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
特
定
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る
当
該
特
定
買
付
け
等
を
行
う
者
の
所
有
に
係
る
株
券
等
の
株
券
等
所
有
割
合

（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
株
券
等
所
有
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ

の
者
の
特
別
関
係
者
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
関
係
者
を
い
う
。
）
の
株
券
等
所
有
割
合
を
合
計
し
た

割
合
が
三
分
の
二
以
上
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
買
付
け
等
の
対
象
と
な
ら
な
い
株
券
等
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
買
付
け
等
対
象
外
株
券
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
　
当
該
特
定
買
付
け
等
の
対
象
と
な

る
株
券
等
に
係
る
特
定
買
付
け
等
を
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
い
で
行
う
こ
と
に
同
意
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面

が
当
該
特
定
買
付
け
等
の
対
象
と
な
る
株
券
等
の
全
て
の
所
有
者
か
ら
提
出
さ
れ
、
か
つ
、
買
付
け
等
対
象
外

株
券
等
に
つ
い
て
イ
又
は
ロ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合

イ
　
特
定
買
付
け
等
を
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
い
で
行
う
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
に
つ
き
、
当
該
買
付
け
等
対

象
外
株
券
等
に
係
る
種
類
株
主
総
会
（
会
社
法
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
種
類
株
主
総
会
を
い
う
。
第

五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
買
付
け
等
対
象
外
株
券
等
の
所
有
者
が
二
十
五
名
未
満
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
特
定
買
付
け
等
を
公
開

買
付
け
に
よ
ら
な
い
で
行
う
こ
と
に
つ
き
、
当
該
買
付
け
等
対
象
外
株
券
等
の
全
て
の
所
有
者
が
同
意
し
、

そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
当
該
特
定
買
付
け
等
の
対
象
と
な
る
株
券
等
に
係
る
特
定
買
付
け
等
を

公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
い
で
行
う
こ
と
に
同
意
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
が
当
該
特
定
買
付
け
等
の
対
象
と
な

る
株
券
等
の
全
て
の
所
有
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
場
合

３
　
株
券
等
の
所
有
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
有
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
第
一
号
本
文
及
び
同
号
ロ
又

は
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
に
代
え
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
記
載
す
る
事
項
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
一
号
ロ
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
有
者
は
、
当
該
書
面
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
所
有
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
特
定
買
付
け
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続

す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法

ロ
　
所
有
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
特
定
買
付
け
等
を
行
う
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
特
定
買
付
け
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る

旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
所
有
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
五
条
第

七
項
第
二
号
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記

載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

４
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
所
有
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
三
項
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
所
有
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
特
定
買
付
け
等
を
行
う

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
適
用
除
外
と
な
る
買
付
け
等
）

第
二
条
の
六
　
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

一
　
株
券
等
の
発
行
者
の
役
員
（
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
従
業
員
が
当
該
発
行
者
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
発
行
者
の
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行

う
場
合
（
当
該
発
行
者
が
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
七
条
第
一
項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
買
付
け
等
を

行
っ
た
株
券
以
外
の
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
と
き
は
、
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者

等
に
委
託
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
等
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判

断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に

満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
株
券
等
の
発
行
者
の
役
員
又
は
従
業
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
発
行
者
の
株
券
等
に
対
す

る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
し
た
信
託
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
役
員
又
は
従
業
員
が
信

託
業
を
営
む
者
に
当
該
発
行
者
の
株
券
等
の
買
付
け
等
の
指
図
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
等
の
指

図
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
役
員
又
は
従

業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
当
該
発
行
者
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が

合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

（
特
別
関
係
者
で
除
外
さ
れ
る
者
等
）

第
三
条
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
同
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
と
、
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
日
以
前
一
年
間
継
続
し
て

同
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
者
（
そ
の
者
が
当
該
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
っ
て
、
当
該
株
券
等

が
第
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
そ
の
者
（
第
一
号
に
お
い
て

「
小
規
模
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
所
有
（
令
第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
当
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該
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
（
株
券
に
つ
い
て
は
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算

し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
権

の
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
定
め
る
数
以
下
で
あ
る
者

と
す
る
。

一
　
内
国
法
人
の
発
行
す
る
株
券
等
　
総
株
主
等
の
議
決
権
の
千
分
の
一
に
相
当
す
る
数
（
買
付
け
等
を
行
う
者

の
他
の
特
別
関
係
者
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
の
所
有
に
係
る
株
券

等
に
係
る
議
決
権
の
数
の
う
ち
小
規
模
所
有
者
の
所
有
に
係
る
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
以
下
で
あ
る
も
の

を
合
計
し
た
数
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
千
分
の
九
に
相
当
す
る
数
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
株
主
等

の
議
決
権
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
数
か
ら
当
該
合
計
し
た
数
を
控
除
し
た
数
（
控
除
し
て
な
お
控
除
し
き
れ

な
い
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
い
数
は
な
い
も
の
と
す
る
。
）
）

二
　
外
国
の
者
の
発
行
す
る
株
券
等
　
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
数

３
　
令
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
と
、
株
券

等
の
買
付
け
等
を
行
っ
た
日
以
前
一
年
間
継
続
し
て
法
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
関
係
に
あ

っ
た
者
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
取
引
に
係
る
公
表
事
項
等
）

第
三
条
の
二
　
令
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
売
付
け
又
は
買
付
け

の
申
込
み
に
係
る
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
数
量
、
売
付
け
又
は
買
付
け
の
別
及
び
申
込
み
の
時
刻
と
し
、
売
買
に

係
る
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
数
量
及
び
売
買
成
立
日
時
と
す
る
。

２
　
令
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
顧
客
の
提
示
し
た
指
値
が
、
取

引
の
相
手
方
と
な
る
他
の
顧
客
の
提
示
し
た
指
値
と
一
致
す
る
場
合
に
、
当
該
顧
客
の
提
示
し
た
指
値
を
用
い
る

方
法
と
す
る
。

（
株
券
等
の
所
有
に
準
ず
る
も
の
）

第
四
条
　
令
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
社
債
券

を
取
得
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

（
株
券
等
の
取
得
に
係
る
割
合
等
の
計
算
）

第
四
条
の
二
　
令
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
割
合
の
算
定
は
、
第
一
号

に
掲
げ
る
数
を
第
二
号
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
取
得
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
大
量
取
得
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
取
得
に
よ
り
新
た
に
所
有

す
る
こ
と
と
な
る
株
券
等
（
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数

二
　
株
券
等
の
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
大
量
取
得
者
及
び
そ
の
特
別
関
係
者
（
法
第
二
十
七
条
の

二
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
関
係
者
を
い
う
。
次
項
第
二
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有

に
係
る
当
該
発
行
者
の
発
行
す
る
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
（
当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に

含
ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
加
算
し
た
数

２
　
令
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
割
合
の
算
定
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る

数
を
第
二
号
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
売
買
等
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
売
買
等
を
い
う
。
）
に
よ
る
株
券
等

の
買
付
け
等
又
は
取
引
所
金
融
商
品
市
場
外
に
お
け
る
株
券
等
の
買
付
け
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
市
場

外
等
買
付
け
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
（
次
号
に
お
い
て
「
市
場
外
等
買
付
者
」
と
い
う
。
）
が
市
場
外
等
買

付
け
等
に
よ
り
新
た
に
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
株
券
等
（
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
議
決
権
の
数

二
　
株
券
等
の
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
市
場
外
等
買
付
者
及
び
そ
の
特
別
関
係
者
の
所
有
に
係
る

当
該
発
行
者
の
発
行
す
る
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
（
当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
含
ま
れ

な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
加
算
し
た
数

３
　
令
第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
割
合
の
算
定
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る

数
を
第
二
号
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
（
次
号
に
お
い
て
「
買
付

者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
特
別
関
係
者
が
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
よ
り
新
た
に
所

有
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
株
券
等
（
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数

二
　
株
券
等
の
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
買
付
者
及
び
そ
の
特
別
関
係
者
の
所
有
に
係
る
当
該
発
行

者
の
発
行
す
る
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
（
当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
含
ま
れ
な
い
も
の

に
限
る
。
）
を
加
算
し
た
数

（
氏
名
の
記
載
）

第
四
条
の
三
　
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
記
載
す
る
氏
名
又
は
公
告
若
し
く

は
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
氏
名
に
つ
い
て
は
、
旧
氏
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令

第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う
。
）
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し
、
又

は
公
告
若
し
く
は
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
買
付
け
等
の
通
知
書
の
記
載
事
項
等
）

第
五
条
　
令
第
八
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
公
開
買
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二
　
公
開
買
付
け
に
係
る
株
券
等
の
種
類
、
応
募
株
券
等
の
数
の
合
計
、
買
付
け
等
を
す
る
株
券
等
の
数
の
合
計

及
び
返
還
す
る
株
券
等
の
数
の
合
計

三
　
応
募
株
券
等
の
全
部
又
は
一
部
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
そ
の
理
由

四
　
当
該
通
知
書
に
係
る
応
募
株
主
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
応
募
株
券
等
の
種
類
、
応
募
株
券
等
の
数
、
買
付
け
等
を
す
る
株
券
等
の
数
、
買
付
け
等
の
価
格
及
び
買

付
け
等
の
代
金
（
有
価
証
券
そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
も
の
（
以
下
「
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て

買
付
け
等
の
対
価
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
有
価
証
券
等
の
種
類
及
び
数
）

ロ
　
あ
ん
分
比
例
方
式
に
よ
り
買
付
け
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
買
付
け
等
を
す
る
株
券
等
の
数
の
計
算
方
法

ハ
　
返
還
す
る
株
券
等
の
種
類
及
び
数
並
び
に
返
還
の
方
法

五
　
買
付
け
等
の
決
済
を
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
銀
行
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
決
済
の
開
始
日
、

方
法
及
び
場
所

２
　
前
項
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
令
第
八
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
と
す
る
。

一
　
当
該
株
券
等
の
買
付
け
等
の
申
込
み
又
は
売
付
け
等
の
申
込
み
の
勧
誘
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
同
意
す
る
こ

と
に
つ
き
、
当
該
株
券
等
に
係
る
種
類
株
主
総
会
の
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
券
等

二
　
当
該
株
券
等
の
所
有
者
が
二
十
五
名
未
満
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
買
付
け
等
の
申
込
み
又
は
売
付
け
等
の

申
込
み
の
勧
誘
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
、
当
該
株
券
等
の
全
て
の
所
有
者
が
同
意
し
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
書
面
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
券
等

４
　
第
二
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
書
面
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

５
　
令
第
八
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
買
付
け
等
の
申
込
み
又
は
売
付
け
等
の
申
込
み
の
勧
誘
は
、
同
一
の

公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
令
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
開
買
付
者
に
お
い
て
、
第
十
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
応
募
株
主
等
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電

磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と

す
る
。

７
　
令
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法

ロ
　
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
通
知
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
応
募
株
主
等
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨

3



の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

８
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
応
募
株
主
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
第
七
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
応
募
株
主

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

10
　
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
第
七
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
公
開
買
付
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

11
　
第
六
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
応
募
株
主
等
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電

磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
応
募
株
主
等
に
対
し
、
当
該
通
知
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
応
募
株
主
等
が
再
び
同

項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
株
券
等
の
所
有
割
合
の
計
算
）

第
六
条
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
株
券
等
所
有
割
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
で
計
算
す
る
こ
と
と

す
る
。

一
　
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
次
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
の

総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
令
第
九
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
議
決
権

の
数
（
当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
そ
の
者
の
特
別
関
係
者
の
所
有
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
議
決
権
の
数
を
加
算
し
た

数
で
除
す
方
法

二
　
特
別
関
係
者
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
当
該
発
行
者
の
発
行
す
る
株
券
等
の
買

付
け
等
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、

当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
令
第
九
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

に
係
る
議
決
権
の
数
（
当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
買

付
け
等
を
行
う
者
の
所
有
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
議
決
権
の
数
（
当
該
発
行
者
の
総
株

主
等
の
議
決
権
の
数
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
加
算
し
た
数
で
除
す
方
法

（
所
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
所
有
す
る
株
券
等
か
ら
除
外
す
る
も
の
）

第
七
条
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
所
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
と
す
る
。

一
　
信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
券
等
（
そ
の
者
が
令
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
権
限
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

二
　
有
価
証
券
関
連
業
（
法
第
二
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
業
を
い
う
。
）
を
行
う
者
が
引
受

け
又
は
売
出
し
を
行
う
業
務
に
よ
り
所
有
す
る
株
券
等
（
引
受
け
の
場
合
（
法
第
二
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ

る
も
の
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
株
券
等
の
払
込
期
日
の
翌
日
以
後
、
同
号
に
掲
げ
る
も
の

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
株
券
等
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
日
以

後
、
売
出
し
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
株
券
等
の
受
渡
期
日
の
翌
日
以
後
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
法
第
二
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
行
使
し
な
い
新
株
予
約
権
に
係
る
新
株
予
約
権
証
券
　
当
該
行
使

し
な
い
新
株
予
約
権
に
係
る
新
株
予
約
権
証
券
を
取
得
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
経
過
し
た
日

ロ
　
法
第
二
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
行
使
し
な
い
新
株
予
約
権
に
係
る
新
株
予
約
権
証
券
を
取
得
し
て

当
該
新
株
予
約
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
し
た
株
券
等
　
当
該
行
使
し
な
い
新
株
予
約
権
に
係
る
新

株
予
約
権
証
券
を
取
得
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
経
過
し
た
日

三
　
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
営
む
者
が
当
該
業
務
と
し
て
所
有
す
る
株
券
等

四
　
売
付
け
の
約
定
を
し
て
受
渡
し
を
了
し
て
い
な
い
株
券
等
（
約
定
日
か
ら
五
日
（
日
曜
日
及
び
第
十
四
条
に

定
め
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
以
内
に
受
渡
し
を
行
う
も
の
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
取
引
に
よ
り

売
付
け
の
約
定
を
し
た
株
券
を
除
く
。
）

五
　
金
融
商
品
取
引
所
（
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
を
い
う
。
第
三
十
三
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
行
わ
れ
る
銘
柄
の
異
な
る
株
券
の
集
合
体
を
対
象
と
す
る
先
物
取
引
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
所
有

し
て
い
る
株
券
（
当
該
先
物
取
引
の
売
買
取
引

終
日
の
翌
日
以
後
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
相
続
財
産
に
属
す
る
株
券
等
（
当
該
相
続
財
産
の
相
続
人
（
共
同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認
（
単

純
承
認
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
限
定
承
認
し
た
日
ま
で
の
も
の
又
は
当
該
相
続
財
産

の
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

七
　
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生
年

金
基
金
を
い
う
。
）
、
企
業
年
金
連
合
会
又
は
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
が
所
有
す
る
株
券
等
（
株

券
を
除
く
。
）

八
　
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
百
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
簡
易
生
命
保
険
資
産
の
運
用
と
し
て
所
有
す
る
株
券
等
（
株
券
を
除
く
。
）

九
　
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
支
配
人
が
、
当
該
代
表
権
に
基
づ
き
、
当
該
法
人
の
所
有
す
る
株
券
等
に

つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
若
し
く
は
当
該
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
権
限
又
は
投
資
を
行
う
の
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
株
券
等

十
　
発
行
者
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
発
行
者
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
発
行
者
の
株
券
等

の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員

の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
発
行
者
が
会
社
法

第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
買
付
け
等
を
行
っ
た
株
券
以
外
の
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
っ
た
と

き
は
、
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て

当
該
取
得
を
し
た
株
券
等
を
信
託
さ
れ
た
者
が
所
有
す
る
当
該
株
券
等
（
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
当
該
株
券
等

に
つ
い
て
令
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

十
一
　
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
が
所
有
す
る
株
券
（
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
が
株
券
の
買
付
け
を
行
う

場
合
に
は
、
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
括
弧
書
の
規
定
に
よ
り
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
の
所
有

す
る
株
券
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）

十
二
　
外
国
に
お
い
て
、
当
該
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
、
他
人
の
社
債
等
（
社
債
等
振
替
法
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
社
債
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
社
債
等
に
類
す
る
権
利
の
管
理
を
行
う
こ

と
を
業
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
外
国
社
債
等
管
理
業
者
」
と
い
う
。
）
の
直
近
上
位
機
関
（
同

条
第
六
項
に
規
定
す
る
直
近
上
位
機
関
を
い
う
。
）
が
備
え
る
振
替
口
座
簿
の
当
該
外
国
社
債
等
管
理
業
者
の

口
座
（
顧
客
口
座
（
社
債
等
振
替
法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
二
十
七
条
の
四
第
二
項
第
二
号
、
第

百
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
（
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号
（
社
債
等
振
替
法
第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
顧
客
口
座
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
記
載
さ
れ
、

又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
株
券
等
で
あ
っ
て
、
当
該
外
国
社
債
等
管
理
業
者
が
顧
客
か
ら
の
委
託
に
よ
り
管
理
を

行
う
も
の
（
令
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
権
限
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

十
三
　
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
又
は
そ
の
特
別
関
係
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
買
付
者
等
」
と
い

う
。
）
の
所
有
（
令
第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
株
券
等
の
う
ち
、
当
該
買
付
者
等
以
外

の
買
付
者
等
の
所
有
（
同
項
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
前
項
第
九
号
の
議
決
権
に
は
、
社
債
等
振
替
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
券
等
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
議
決
権
の
数
の
計
算
等
）

第
八
条
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
株
式
に

係
る
議
決
権
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一
　
株
式
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
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二
　
発
行
者
が
そ
の
発
行
す
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
株
式
の
内
容
と
し
て
株
主
が
当
該
発
行
者
に
対
し
て
当
該

株
式
の
取
得
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
又
は
発
行
者
が
そ
の
発
行
す
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
株
式
の
内

容
と
し
て
当
該
発
行
者
が
一
定
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
の
定
め
を
設
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
式
（
当
該
株
式
に
係
る
株
券
の
取
得
と
引
換
え
に
交
付
さ
れ

る
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
が
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
よ
り
も
大
き
い
も
の
に
限
る
。
）
　
当
該
交
付

さ
れ
る
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
の
う
ち

も
多
い
数

２
　
前
項
第
二
号
に
よ
り
議
決
権
の
数
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
付
さ
れ
る
株
券
等
の
数
が
買
付
け
等
又
は

新
規
発
行
取
得
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
新
規
発
行
取
得
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
日
後
の
い
ず
れ
か
一
の
日
の
市
場
価
額
そ
の
他
の
指
標
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

当
該
交
付
さ
れ
る
株
券
等
の
数
は
、
当
該
買
付
け
等
又
は
新
規
発
行
取
得
を
行
お
う
と
す
る
日
前
二
日
間
の
い
ず

れ
か
の
日
に
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
計
算
し
た
数
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す

る
。

一
　
新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。

イ
　
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
が
会
社
法
第
二
百
七
十
七
条
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
無
償
割
当
て
に
よ

り
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行
の
日
か
ら
会
社
法
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
間
の
末

日
ま
で
の
期
間
が
二
月
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ
　
そ
の
募
集
に
際
し
、
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
引
受
け
を
行
う
一
又
は
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
が

発
行
さ
れ
た
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
全
て
（
当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係
る
新
株
予
約
権
が
行
使
さ
れ
た

も
の
を
除
く
。
）
を
取
得
し
て
自
己
又
は
第
三
者
が
当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係
る
新
株
予
約
権
を
行
使
す

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
が
発
行
者
と
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目

的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

三
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
株
式
に
係
る
議

決
権
の
数

四
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決

権
の
数

五
　
投
資
証
券
等
（
令
第
一
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
投
資
証
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、

投
資
口
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
四

項
に
規
定
す
る
投
資
口
を
い
い
、
外
国
投
資
法
人
（
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
外
国
投
資
法
人
を
い
う
。

次
号
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
社
員
の
地
位
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
議

決
権
の
数

五
の
二
　
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
に
つ
い
て
は
、
新
投
資
口
予
約
権
等
（
新
投
資
口
予
約
権
（
投
資
信
託
及
び

投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
新
投
資
口
予
約
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十

九
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
外
国
投
資
法
人
に
対
す
る
権
利
で
新
投
資
口
予
約
権
の
性
質
を

有
す
る
権
利
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
目
的
で
あ
る
投
資
口
に
係
る
議

決
権
の
数
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
新
投
資
口
予
約
権
証
券
（
同
法
第
二
条
第
十
八

項
に
規
定
す
る
新
投
資
口
予
約
権
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。

イ
　
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
が
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
八
条
の
十
三
に
規
定

す
る
新
投
資
口
予
約
権
無
償
割
当
て
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
の
発
行
の
日
か
ら
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
八
条
の

二
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
（
同
法
第
八
十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
期
間
を
含
む
。
）
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
二
月
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ
　
そ
の
募
集
に
際
し
、
当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
の
引
受
け
を
行
う
一
又
は
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業

者
が
発
行
さ
れ
た
当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
の
全
て
（
当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
に
係
る
新
投
資
口
予

約
権
が
行
使
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
取
得
し
て
自
己
又
は
第
三
者
が
当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
に
係

る
新
投
資
口
予
約
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
が
発
行
者
と
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間

で
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
受
託
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
数

イ
　
株
券
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ロ
　
新
株
予
約
権
証
券
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
株
予
約
権
証

券
の
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ハ
　
新
株
予
約
権
付
社
債
券
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
株
予
約

権
付
社
債
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ニ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証

券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ホ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を

有
す
る
も
の
　
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ヘ
　
投
資
証
券
等
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
投
資
証
券
等
の
投
資

口
に
係
る
議
決
権
の
数

ト
　
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
投
資

口
予
約
権
証
券
等
の
新
投
資
口
予
約
権
等
の
目
的
で
あ
る
投
資
口
に
係
る
議
決
権
の
数

七
　
株
券
等
預
託
証
券
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る

有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数

イ
　
株
券
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ロ
　
新
株
予
約
権
証
券
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
株
予
約
権
証

券
の
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ハ
　
新
株
予
約
権
付
社
債
券
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
株
予
約

権
付
社
債
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ニ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に

お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ホ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を

有
す
る
も
の
　
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ヘ
　
投
資
証
券
等
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
投
資
証
券
等
の
投
資

口
に
係
る
議
決
権
の
数

ト
　
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
投
資

口
予
約
権
証
券
等
の
新
投
資
口
予
約
権
等
の
目
的
で
あ
る
投
資
口
に
係
る
議
決
権
の
数

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
前
各
項
の
議
決
権
の
数
に
は
、
社
債
等
振
替
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
九
条
　
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四

十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
電
子
手
続
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
は
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
電
子
公
告
（
令
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
り
行
う
者
に
つ
い
て
、
電
子
手
続
府
令
第
二
条
の
規
定
は
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
公
告
を
電
子
公
告
の
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
電
子
手
続
府
令
第
一
条
中
「
方
式
で
、
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場

合
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
方
式
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で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
電
子
手
続
府
令
第
二
条
第
一
項
中
「
第
一
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
号

様
式
」
と
、
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
、
「
電
子
開
示
手
続
又
は
任

意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
」
と
あ
る
の
は
「
公
開
買
付
届
出
書
を
」
と
、
「
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に

よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
一
項
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四

十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
発
行
者
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付

け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
六
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
電
子
開

示
シ
ス
テ
ム
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
、
「
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
」

と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
」
と
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
届
出
書
」
と

あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
る
公
開
買
付
開
始
公
告
を

す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
日
刊
新
聞
紙
の
二
以
上
を
含
む
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
全
国
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
場
合
は
一
以
上
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙

二
　
産
業
及
び
経
済
に
関
す
る
事
項
を
全
般
的
に
報
道
す
る
日
刊
新
聞
紙

３
　
令
第
九
条
の
三
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
公
告
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
を
除
く
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
公

告
に
係
る
公
開
買
付
開
始
公
告
が
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
電
子
公
告
に
よ
り
、
日

刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
る
公
告
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
当
該
公
告
を
掲
載
し
た
日
刊
新
聞
紙
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
二
の
四
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
公
告
を
し
た
旨
の
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
）

第
九
条
の
二
　
令
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
場
合
に
は
、
公
告
を
し
た
旨
、
電

子
公
告
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
全
国
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
が
で
き
な
い
場
合
の
承
認
等
）

第
九
条
の
三
　
令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
告
を
す
る
者
の
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
氏
名

二
　
公
告
を
す
る
者
の
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
住
所

三
　
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

四
　
電
子
公
告
に
代
え
て
公
告
す
る
方
法

２
　
令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
二
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
全
国
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法

二
　
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
方
法

（
公
告
の
中
断
の
内
容
の
公
告
）

第
九
条
の
四
　
令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公

告
の
中
断
の
内
容
の
公
告
を
す
る
場
合
に
は
、
中
断
が
生
じ
た
当
該
公
告
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
公
告
の
中
断
の
期
間

二
　
公
告
の
中
断
の
原
因

（
公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
の
方
法
等
）

第
九
条
の
五
　
法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
並
び
に
法
第
二
十
七
条
の
十
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公

告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
公
告
に
係
る

公
開
買
付
開
始
公
告
又
は
期
間
延
長
請
求
公
告
（
法
第
二
十
七
条
の
十
第
五
項
に
規
定
す
る
期
間
延
長
請
求
公
告

を
い
う
。
）
が
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合
に
は
電
子
公
告
に
よ
り
、
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
に

よ
り
公
告
を
す
る
場
合
に
は
当
該
公
告
を
掲
載
し
た
日
刊
新
聞
紙
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
者
は
、
当
該
公
告
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
、
全
国
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
公
告
を
し
た
日

二
　
電
子
公
告
ア
ド
レ
ス

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
を
行
う
者
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
電
子

公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
第
九
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
者
は
、
公
開
買
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
継

続
し
て
電
子
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

（
第
二
号
に
お
い
て
「
公
告
期
間
」
と
い
う
。
）
中
公
告
の
中
断
（
不
特
定
多
数
の
者
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
か
れ
た
情
報
が
そ
の
状
態
に
置
か
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
又
は
そ
の
情
報
が
そ
の
状
態
に
置

か
れ
た
後
改
変
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
公
告
の
中
断
は
、
当
該
公
告
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

一
　
公
告
の
中
断
が
生
ず
る
こ
と
に
つ
き
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
者
が
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い

こ
と
又
は
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
者
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二
　
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
時
間
の
合
計
が
公
告
期
間
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

三
　
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
者
が
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
後
速
や
か
に
そ
の
旨
、
公
告
の

中
断
の
期
間
並
び
に
公
告
の
中
断
の
原
因
を
公
告
し
た
こ
と
。

（
株
券
等
の
数
）

第
九
条
の
六
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

一
　
新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

二
　
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目

的
で
あ
る
株
式
の
数

三
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
株
式
の
数

四
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

五
　
投
資
証
券
等
に
つ
い
て
は
、
投
資
口
の
数

五
の
二
　
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
に
つ
い
て
は
、
新
投
資
口
予
約
権
等
の
目
的
で
あ
る
投
資
口
の
数

六
　
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
受
託
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
数

イ
　
株
券
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
株
式
の
数

ロ
　
新
株
予
約
権
証
券
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
株
予
約
権
証

券
の
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

ハ
　
新
株
予
約
権
付
社
債
券
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
株
予
約

権
付
社
債
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

ニ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証

券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
株
式
の
数

ホ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を

有
す
る
も
の
　
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数
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ヘ
　
投
資
証
券
等
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
投
資
証
券
等
の
投
資

口
の
数

ト
　
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
　
当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
表
示
さ
れ
る
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
投
資

口
予
約
権
証
券
等
の
新
投
資
口
予
約
権
等
の
目
的
で
あ
る
投
資
口
の
数

七
　
株
券
等
預
託
証
券
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る

有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数

イ
　
株
券
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

ロ
　
新
株
予
約
権
証
券
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
株
予
約
権
証

券
の
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

ハ
　
新
株
予
約
権
付
社
債
券
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
株
予
約

権
付
社
債
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

ニ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に

お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

ホ
　
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を

有
す
る
も
の
　
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数

ヘ
　
投
資
証
券
等
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
投
資
証
券
等
の
投
資

口
の
数

ト
　
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
　
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
投
資

口
予
約
権
証
券
等
の
新
投
資
口
予
約
権
等
の
目
的
で
あ
る
投
資
口
の
数

（
公
開
買
付
開
始
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
十
条
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
公
開
買
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二
　
公
開
買
付
け
に
よ
り
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
旨

三
　
公
開
買
付
け
の
目
的

四
　
公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
対
象
者
の
名
称

ロ
　
買
付
け
等
を
行
う
株
券
等
の
種
類

ハ
　
買
付
け
等
の
期
間
、
買
付
け
等
の
価
格
及
び
買
付
予
定
の
株
券
等
の
数

ニ
　
買
付
け
等
の
申
込
み
に
対
す
る
承
諾
又
は
売
付
け
等
の
申
込
み
の
方
法
及
び
場
所

ホ
　
買
付
け
等
の
決
済
を
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
銀
行
等
の
名
称
、
決
済
の
開
始
日
、
方
法
及
び
場
所

並
び
に
株
券
等
の
返
還
方
法

ヘ
　
そ
の
他
買
付
け
等
の
条
件
及
び
方
法

五
　
公
開
買
付
届
出
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所

（
公
開
買
付
者
が
非
居
住
者
で
あ
る
場
合
の
代
理
人
）

第
十
一
条
　
非
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項

第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
公
開
買
付
者
が
、
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
内
に
住
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
書
類
の
提
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
公
開
買
付
者
を
代
理
す
る
権

限
を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
開
買
付
届
出
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
公
開
買
付
者
は
、
第
二

号
様
式
に
よ
り
公
開
買
付
届
出
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
開
買
付
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
当
該
公
開
買
付
者
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面

二
　
当
該
公
開
買
付
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
会
社
以
外
の
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
に
足
る
書
面

三
　
当
該
公
開
買
付
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

四
　
当
該
公
開
買
付
者
が
非
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
書
類
の
提
出
に
関

す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
公
開
買
付
者
を
代
理
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
当
該
公
開
買
付
者
が
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
銀
行
等
と
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
務
に

つ
き
締
結
し
た
契
約
の
契
約
書
の
写
し

六
　
公
開
買
付
者
を
代
理
し
て
公
開
買
付
け
に
よ
る
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
が
い
る
場
合
に
は
、
代
理
に

つ
き
締
結
し
た
契
約
の
契
約
書
の
写
し

七
　
公
開
買
付
者
の
銀
行
等
へ
の
預
金
の
残
高
そ
の
他
の
公
開
買
付
け
に
要
す
る
資
金
（
有
価
証
券
等
を
も
っ
て

買
付
け
等
の
対
価
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
有
価
証
券
等
）
の
存
在
を
示
す
に
足
る
書
面

八
　
買
付
け
等
の
価
格
の
算
定
に
当
た
り
参
考
と
し
た
第
三
者
に
よ
る
評
価
書
、
意
見
書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
写
し
（
公
開
買
付
者
が
対
象
者
の
役
員
、
対
象
者
の
役
員
の
依
頼
に
基
づ
き

当
該
公
開
買
付
け
を
行
う
者
で
あ
っ
て
対
象
者
の
役
員
と
利
益
を
共
通
に
す
る
者
又
は
対
象
者
を
子
会
社
（
会

社
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）

九
　
株
券
等
の
取
得
に
つ
き
他
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
許
可
、
認
可
、
承
認
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
等
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
る
に
足
る
書
面
（
当
該
許
可
等
を
既
に
得
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

十
　
公
開
買
付
開
始
公
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
一
　
第
二
号
様
式
の
う
ち
「
第
２
　
公
開
買
付
者
の
状
況
」
の
「
１
　
会
社
の
場
合
」
の
（
１
）
及
び
（
２
）

の
記
載
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
（
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
当
該
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

十
二
　
第
二
号
様
式
の
う
ち
「
第
５
　
対
象
者
の
状
況
」
の
「
１
　

近
３
年
間
の
損
益
状
況
等
」
及
び
「
３
　

株
主
の
状
況
」
の
記
載
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
（
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
当
該
記
載
事

項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

十
三
　
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
（
５
）
ｄ
に
規
定
す
る
第
三
者
に
つ
い
て
第
二
号
様
式
の
う
ち
「
第
２
　
公

開
買
付
者
の
状
況
」
の
「
１
　
会
社
の
場
合
」
の
（
１
）
の
記
載
事
項
と
同
一
の
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記

載
さ
れ
た
書
面
（
当
該
第
三
者
に
つ
い
て
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
当
該
記
載
事
項
と
同
一
の
事
項
が
記
載
さ

れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

２
　
前
項
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
日
曜
日
そ
の
他
の
日
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日
と
す

る
。

一
　
土
曜
日

二
　
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
行
政

機
関
の
休
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
日
曜
日
及
び
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
日

（
売
付
け
等
の
申
込
み
の
勧
誘
等
の
行
為
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
法
第
二
十
七
条
の
八

第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
買
付
け
等
の
申
込
み
又
は
売
付
け
等
の
申
込
み
の
勧
誘

二
　
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付

三
　
買
付
け
等
の
申
込
み
の
承
諾
を
受
け
付
け
る
こ
と
又
は
売
付
け
等
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
こ
と

四
　
応
募
株
券
等
の
受
入
れ

（
公
開
買
付
届
出
書
の
写
し
の
送
付
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
公
開
買
付
届
出
書
（
そ
の
訂
正
届
出
書
を
含
む
。
）
の
写
し
を
送
付
す
る
場
合
に
は
、
第
三
十
三
条
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第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
添
付
書
類
を
当
該
公
開
買
付
届
出
書

の
写
し
か
ら
削
除
し
て
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
有
価
証
券
届
出
書
等
が
提
出
さ
れ
る
公
開
買
付
け
の
場
合
の
記
載
の
特
例
）

第
十
七
条
　
法
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
記
載
及
び
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
買
付
け
等
の
対
価
と
す
る
有
価
証
券
の
発
行
者
が
公
開
買
付
者
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
号
様
式
の
う
ち
「
第
１
　
公
開
買
付
要
項
」
の
「
９
　
買
付
け
等
の
対
価
と
す
る
有
価
証
券
の
発
行
者

の
状
況
」
の
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
の
記
載
事
項

二
　
定
款

（
別
途
買
付
け
禁
止
の
特
例
）

第
十
八
条
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
が
法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
号
（
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
り
申
出
書
を
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
買
付
条
件
等
の
変
更
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
変
更
さ
れ
る
前
の
買
付
け
等
の
価
格
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
算
式

に
よ
り
算
定
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
価
格
を
下
限
と
す
る
方
法
と
す
る
。

一
　
株
式
又
は
投
資
口
の
分
割

１÷

（
当
該
分
割
前
の
一
株
又
は
一
口
に
係
る
当
該
分
割
後
の
株
式
又
は
投
資
口
の
数
）

二
　
株
主
に
対
す
る
株
式
若
し
く
は
新
株
予
約
権
の
割
当
て
（
新
た
に
払
込
み
を
さ
せ
な
い
で
行
う
も
の
に
限

る
。
）
又
は
投
資
主
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
投
資
主
を
い

う
。
）
に
対
す
る
新
投
資
口
予
約
権
の
割
当
て

１÷

｛
１
＋
（
こ
れ
ら
の
割
当
て
に
よ
り
一
株
に
対
し
て
割
り
当
て
る
株
式
の
数
（
新
株
予
約
権
の
割
当
て

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
株
式
に
換
算
し
た
数
）
又
は
一
投
資
口
に
対
し
て
割
り
当
て
る
新
投
資
口
予
約
権

を
投
資
口
に
換
算
し
た
数
）
｝

２
　
法
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
公
開
買
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二
　
公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
対
象
者
の
名
称

ロ
　
買
付
け
等
を
行
う
株
券
等
の
種
類

ハ
　
公
開
買
付
期
間

三
　
買
付
条
件
等
を
変
更
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

四
　
変
更
前
の
買
付
条
件
等
の
内
容
と
変
更
後
の
買
付
条
件
等
の
内
容
と
の
比
較

五
　
当
該
公
告
を
行
う
日
以
前
に
既
に
公
開
買
付
け
に
応
じ
て
株
券
等
の
売
付
け
等
を
し
た
者
の
取
扱
い

六
　
買
付
条
件
等
の
変
更
に
よ
り
公
開
買
付
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
に
は
、
延
長
後
の
公
開
買
付
期
間
の
末
日

及
び
延
長
後
の
買
付
け
等
に
係
る
決
済
の
開
始
日

（
公
表
の
方
法
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
法
第
二
十
七
条

の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に
は
、
公
表
す
べ
き
内
容
及
び
事
項
を
次
に
掲
げ
る
報
道
機
関

の
二
以
上
を
含
む
報
道
機
関
に
対
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
（
産
業
及
び
経
済
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙

を
含
む
。
）
の
販
売
を
業
と
す
る
新
聞
社

二
　
前
号
に
掲
げ
る
新
聞
社
に
時
事
に
関
す
る
事
項
を
総
合
し
て
伝
達
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
通
信
社

三
　
日
本
放
送
協
会
及
び
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十

三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

（
訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
の
提
出
）

第
二
十
一
条
　
公
開
買
付
者
又
は
対
象
者
は
、
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
二
十
七
条
の
八
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
の
十
第
八
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
十
三
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、

訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
（
金
融
庁
長
官
に
よ
る
法
第
二
十
七
条
の
八
第

三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
の
提
出
命
令
に
応
じ
て
提
出
す
る
訂
正
届
出
書

又
は
訂
正
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
金
融
庁
長
官
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
対
象
者
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
第
八
項
又
は
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
訂
正
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
訂
正
報
告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
七
条
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
の
十
第
八
項
又
は
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
公
開
買
付
届
出
書
、
意
見
表
明
報
告
書
又
は
対
質
問
回
答
報
告
書
（
そ
の
訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
を

含
む
。
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
開
買
付
届
出
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
日
前
に
発
生
し
た
当
該
公
開
買

付
届
出
書
等
に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
実
で
、
当
該
公
開
買
付
届
出
書
等
を
提
出
す
る
時
に
は
そ
の
内
容
を
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
つ
き
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
こ
と
。

二
　
公
開
買
付
届
出
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
関
し
重
要
な
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。

（
買
付
け
等
の
期
間
の
延
長
を
要
し
な
い
訂
正
届
出
書
等
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
開
買
付
届
出
書
（
そ
の

訂
正
届
出
書
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
訂
正
届
出
書
を
提
出
す

る
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
係
る
公
開

買
付
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
、
訂
正
届
出
書
を
提
出
す
る
日
よ
り
起
算
し
て
十
日
（
行
政
機
関
の
休
日
の
日
数

は
、
算
入
し
な
い
。
）
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
買
付
条
件
等
の
う
ち
買
付
け
等
の
期
間

を
延
長
す
る
場
合
で
あ
っ
て
他
の
買
付
条
件
等
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
当
該
延
長
す
る
買
付
け
等
の
期
間
と
す

る
。

（
訂
正
の
公
告
又
は
公
表
を
要
し
な
い
訂
正
届
出
書
）

第
二
十
三
条
　
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
公
開
買
付
届
出
書
に
形

式
上
の
不
備
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
訂
正
届
出
書
と
す
る
。

（
公
開
買
付
説
明
書
の
作
成
等
）

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
か
ら
第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
を
除
い
た
も
の

二
　
公
開
買
付
者
に
係
る
事
業
内
容
の
概
要
及
び
主
要
な
経
営
指
標
等
の
推
移
の
的
確
か
つ
簡
明
な
説
明
（
当
該

公
開
買
付
届
出
書
に
第
二
号
様
式
の
う
ち
「
第
２
　
公
開
買
付
者
の
状
況
」
の
「
１
　
会
社
の
場
合
」
の
（
１
）

及
び
（
２
）
の
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　
対
象
者
に
係
る
主
要
な
経
営
指
標
等
の
推
移
の
的
確
か
つ
簡
明
な
説
明
（
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
第
二
号

様
式
の
う
ち
「
第
５
　
対
象
者
の
状
況
」
の
「
１
　

近
３
年
間
の
損
益
状
況
等
」
及
び
「
３
　
株
主
の
状

況
」
の
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
（
５
）
ｄ
に
規
定
す
る
第
三
者
に
係
る
事
業
内
容
の
概
要
の
的
確
か
つ
簡
明
な

説
明
（
当
該
第
三
者
に
つ
い
て
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
第
二
号
様
式
の
う
ち
「
第
２
　
公
開
買
付
者
の
状

況
」
の
「
１
　
会
社
の
場
合
」
の
（
１
）
の
記
載
事
項
と
同
一
の
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
く
。
）

２
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
当
該
公
開
買
付
け
が
法
第
二
章
の
二
第
一
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
公
開
買
付
け
で
あ
る
旨

二
　
当
該
公
開
買
付
説
明
書
が
法
第
二
十
七
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
開
買
付
説
明
書
で
あ
る
旨

３
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
説
明
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
公
開
買
付
説
明
書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
す
る
公
開
買
付
者
は
、
株
券
等
の
売
付

け
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
又
は
同
時
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
て
い
る
者
に
対
し
訂
正
を
し
た

公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
す
る
公
開
買
付
者
は
、
当
該
訂
正
の
範
囲
が
小
範
囲
に
止
ま
る
場
合
に
は
、
訂
正
の
理

由
、
訂
正
し
た
事
項
及
び
訂
正
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
、
当
該
書
面
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
対
象
者
の
意
見
表
明
等
）

第
二
十
五
条
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
公
開
買
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二
　
当
該
公
開
買
付
け
に
関
す
る
意
見
の
内
容
及
び
根
拠

三
　
当
該
意
見
を
決
定
し
た
取
締
役
会
の
決
議
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
お
い
て
会
社
法
第
三
百
九
十
九
条

の
十
三
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
取
締
役
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き

は
当
該
取
締
役
会
の
決
議
及
び
当
該
取
締
役
の
決
定
と
し
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
同
法
第
四
百

十
六
条
第
四
項
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
当
該
取
締
役
会

の
決
議
及
び
当
該
執
行
役
の
決
定
と
す
る
。
）
又
は
役
員
会
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百

十
二
条
に
規
定
す
る
役
員
会
を
い
う
。
）
の
決
議
の
内
容

四
　
当
該
発
行
者
の
役
員
が
所
有
す
る
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
株
券
等
の
数
及
び
当
該
株
券
等
に
係
る
議
決
権

の
数

五
　
当
該
発
行
者
の
役
員
に
対
し
公
開
買
付
者
又
は
そ
の
特
別
関
係
者
（
法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
金
融
庁
長
官
に
行
っ
た
者
を
除
く
。
）
が
利
益
の
供
与
を
約
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
利
益
の
内
容

六
　
当
該
発
行
者
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
者
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
に
照
ら
し
て

不
適
切
な
者
に
よ
っ
て
当
該
発
行
者
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

七
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項

２
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
表
明
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
対
象
者
は
、
第
四
号
様
式
に
よ

り
意
見
表
明
報
告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
二
項
第
一
号
の
質
問
に
対
す
る
回
答

二
　
前
号
の
回
答
を
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

４
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
質
問
回
答
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
公
開
買
付
者
は
、
第
八
号

様
式
に
よ
り
対
質
問
回
答
報
告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
期
間
延
長
請
求
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
二
十
五
条
の
二
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
対
象
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
表
明
報
告
書
に
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る

旨
の
記
載
を
し
た
旨

三
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
後
の
買
付
け
等
の
期
間
が
三
十
日
（
行
政
機
関
の
休
日
の

日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
と
な
る
旨

四
　
延
長
後
の
公
開
買
付
期
間
の
末
日

五
　
公
開
買
付
け
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
公
開
買
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

ロ
　
買
付
け
等
を
行
う
株
券
等
の
種
類

（
撤
回
条
件
か
ら
除
外
さ
れ
る
場
合
）

第
二
十
六
条
　
令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
　
対
象
者
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
交
換
完
全
親
会
社
（
会

社
法
第
七
百
六
十
七
条
に
規
定
す
る
株
式
交
換
完
全
親
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
株
式

交
換
に
よ
り
株
式
交
換
完
全
子
会
社
（
同
法
第
七
百
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
交
換
完
全
子

会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
会
社
の

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
対
象
者
又
は
そ
の

子
会
社
の

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
も
の

二
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
　
対
象
者
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
交
付
親
会
社
（
会
社
法

第
七
百
七
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
交
付
親
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
株
式
交
付
に
よ
り
株
式
交
付
子
会
社
（
同
号
に
規
定
す
る
株
式
交
付
子
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
会
社
の

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
対
象
者
又
は
そ
の
子
会
社
の

近
事
業
年
度
の
末
日

に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
も
の

三
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
　
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

イ
　
当
該
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お

け
る
当
該
分
割
に
係
る
資
産
の
帳
簿
価
額
が
同
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
分
割
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ

も
当
該
分
割
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
分
割
に
よ
る
資
産
の
増
加

額
が

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見

込
ま
れ
る
も
の

四
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
　
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

イ
　
吸
収
合
併
で
あ
っ
て
、
合
併
に
よ
る
資
産
の
増
加
額
が

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿

価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

ロ
　
発
行
済
株
式
、
投
資
口
若
し
く
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
又
は
子
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
法
人
を
い
い
、
こ
れ
に
類
す
る
外
国
投
資
法

人
の
子
法
人
を
含
む
。
第
六
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
合
併
（
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
場
合
を
除
く
。
）

五
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
事
項
　
減
資
の
額
が

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
資
本
金
の

額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
も
の

六
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
　
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

イ
　
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
事
業
の
譲

渡
に
係
る
資
産
の
帳
簿
価
額
が
同
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当

該
事
業
の
譲
渡
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該

事
業
の
譲
渡
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

ロ
　
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
の
譲
り
受
け
に
よ
る
資
産
の
増
加
額

が

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込

ま
れ
る
も
の

ハ
　
発
行
済
株
式
、
投
資
口
若
し
く
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
又
は
子
法
人
か
ら
の
事
業
の
全
部
又

は
一
部
の
譲
り
受
け

ニ
　
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開

始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
休
止
又
は
廃
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が

近
事
業
年
度

の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

9



七
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ワ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
分
割
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
当
該
分
割
後
に
お
け
る

買
付
予
定
の
株
券
等
の
数
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
買
付
予
定
の
株
券
等
の
数
を
い
う
。
）

に
係
る
議
決
権
の
数
の
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
対
す
る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
を
当
該
分
割
前
に
お
け
る
議
決
権
割
合
で
除
し
て
得
た
数
が
百
分
の
九
十
以
上
の

も
の

八
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
割
当
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
当
該
割
当
て
後
に
お

け
る
議
決
権
割
合
を
当
該
割
当
て
前
に
お
け
る
議
決
権
割
合
で
除
し
て
得
た
数
が
百
分
の
九
十
以
上
の
も
の

九
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヨ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
発
行
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
当
該
発
行
後
に
お
け
る

議
決
権
割
合
を
当
該
発
行
前
に
お
け
る
議
決
権
割
合
で
除
し
て
得
た
数
が
百
分
の
九
十
以
上
の
も
の

十
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
タ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
当
該
処
分
後
に
お
け
る

議
決
権
割
合
を
当
該
処
分
前
に
お
け
る
議
決
権
割
合
で
除
し
て
得
た
数
が
百
分
の
九
十
以
上
の
も
の

十
一
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ツ
に
掲
げ
る
事
項
　
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満

の
借
財

十
二
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
子
会
社
　
当
該
子
会
社
の

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資

産
の
帳
簿
価
額
が
対
象
者
の

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
る

も
の
（
同
号
ヘ
、
ト
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
及
び
レ
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）

２
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
と
す
る
。

３
　
令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
事
実
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
実
　
仮
処
分
命
令
が
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
後
直
ち
に
申
立
て

の
と
お
り
発
せ
ら
れ
た
と
し
た
場
合
、
当
該
申
立
て
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開

始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
仮
処
分
命
令
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が

近
事
業
年
度
の
売

上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
実
　
法
令
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開

始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
処
分
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
事
実
　
主
要
取
引
先
（
同
号
に
規
定
す
る
主
要
取
引
先
を
い
う
。
）

と
の
取
引
の
停
止
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い

ず
れ
も
当
該
取
引
の
停
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額

未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

四
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
実
　
災
害
に
起
因
す
る
損
害
の
額
が

近
事
業
年
度
の
末
日
に

お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

五
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ト
に
掲
げ
る
事
実
　
訴
訟
の
目
的
の
価
額
が

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る

総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
も
の

４
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
公
開
買
付
け
の
後
に
お
い
て
公
開
買

付
者
及
び
そ
の
特
別
関
係
者
が
株
主
総
会
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
を
変
更
さ
せ
る
こ

と
と
な
る
株
式
の
交
付
そ
の
他
の
行
為
（
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
買
付
け
等
の
期
間
の
末
日
後
に
行
う
も
の
に

限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
あ
る
旨
の
決
定
を
対
象
者
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
が
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当

該
決
定
の
内
容
を
公
表
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
機
関
が
当
該
決
定
を
維
持
す
る
旨
の
決
定
（
公
開
買
付

開
始
公
告
を
行
っ
た
日
以
後
に
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
と
す
る
。

（
公
開
買
付
け
の
撤
回
等
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
二
十
七
条
　
法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
公
開
買
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二
　
公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
対
象
者
の
名
称

ロ
　
買
付
け
等
に
係
る
株
券
等
の
種
類

ハ
　
公
開
買
付
期
間

三
　
公
開
買
付
け
の
撤
回
等
（
法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
の
撤
回
等
を
い
う
。
）

を
行
う
旨
及
び
そ
の
理
由

四
　
応
募
株
券
等
の
返
還
の
開
始
日
、
方
法
及
び
場
所

五
　
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所

（
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
公
開
買
付
者

は
、
第
五
号
様
式
に
よ
り
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
契
約
の
解
除
書
面
の
交
付
又
は
送
付
を
受
け
る
者
の
指
定
）

第
二
十
九
条
　
令
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
当
該
公
開
買
付
者
及
び
令
第
十
条
に
定

め
る
当
該
公
開
買
付
者
の
関
係
者
で
、
本
邦
内
に
住
所
、
居
所
、
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
公
開
買
付
け
の
結
果
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
公
開
買
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二
　
公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
対
象
者
の
名
称

ロ
　
買
付
け
等
に
係
る
株
券
等
の
種
類

ハ
　
公
開
買
付
期
間

三
　
公
開
買
付
届
出
書
に
お
い
て
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
条
件
を
付
し
た
場
合
に
お
け

る
当
該
条
件
の
成
否

四
　
応
募
株
券
等
の
数
及
び
買
付
け
等
を
行
う
株
券
等
の
数

五
　
決
済
の
方
法
及
び
開
始
日

六
　
公
開
買
付
報
告
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所

２
　
公
開
買
付
者
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
又
は
公
表
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ん
分

比
例
方
式
に
よ
り
買
付
け
等
を
す
る
株
券
等
の
数
の
公
告
又
は
公
表
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
株
券
等
の
数
以
外
の
事
項
の
公
告
又
は
公
表
を
行
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
株
券
等
の
数
の
公
告
又
は
公
表

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
応
募
株
券
の
数
等
の
公
表
）

第
三
十
条
の
二
　
令
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に
は
、
公
表
す
べ
き
内
容
及
び
事
項
を
同
条
各

号
に
掲
げ
る
報
道
機
関
の
二
以
上
を
含
む
報
道
機
関
に
対
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
公
開
買
付
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
一
条
　
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
公
開
買
付
者
は
、

第
六
号
様
式
に
よ
り
公
開
買
付
報
告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
あ
ん
分
比
例
の
方
式
）

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
あ
ん
分
比
例
の
方
式
は
、
当
該
応

募
株
主
等
の
応
募
株
券
等
の
数
に
応
募
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
の
合
計
の
う
ち
に
占
め
る
買
付
け
等
を
す
る

株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
の
合
計
の
割
合
を
乗
じ
、
当
該
計
算
に
よ
っ
て
得
た
数
に
一
株
又
は
一
投
資
口
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
方
法
と
す
る
。

２
　
株
券
等
の
種
類
ご
と
に
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
第
二
号
の
条
件
を
付
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
株
券
等

の
種
類
ご
と
に
前
項
の
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
数
の
合
計
と
買
付
け
等
を
す
る
株
券
等
の
数
の
合
計
と
が
異
な
る
と

き
は
、
そ
の
異
な
る
数
の
処
理
は
、
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
し
た
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
に
お
い
て
一
株
又
は
一
投
資
口
と
は
、
会
社
法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
単
元
の
株
式

の
数
を
定
め
た
会
社
の
株
券
に
あ
っ
て
は
当
該
一
単
元
の
株
式
の
数
と
し
、
新
株
予
約
権
証
券
に
あ
っ
て
は
当
該
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新
株
予
約
権
証
券
の
権
利
行
使
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
べ
き
株
式
の
数
と
し
、
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に

あ
っ
て
は
券
面
額
に
つ
き
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
べ
き
株
式
の
数
と
し
、
外
国
の
者

が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
あ

っ
て
は
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
株
式
に
換
算
し
た
数
と
し
、
新
投
資
口
予
約
権
証

券
等
に
あ
っ
て
は
当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
の
権
利
行
使
に
よ
り
発
行
す
べ
き
投
資
口
の
数
と
す
る
。

（
公
衆
縦
覧
の
方
法
）

第
三
十
三
条
　
公
開
買
付
届
出
書
（
そ
の
訂
正
届
出
書
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
公
開
買
付
撤
回

届
出
書
並
び
に
公
開
買
付
報
告
書
、
意
見
表
明
報
告
書
及
び
対
質
問
回
答
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
訂
正
報
告
書
を
含

む
。
）
は
、
関
東
財
務
局
及
び
こ
れ
ら
の
書
類
に
係
る
株
券
等
の
発
行
者
の
本
店
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
）
に

備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
提
出
し
た
法
人
等
は
、
当
該
法
人
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
（
当
該

法
人
等
が
外
国
の
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
等
の
本
邦
内
に
あ
る
主
要
な
支
店
又
は
事
務
所
）
に
お

い
て
そ
の
業
務
時
間
中
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
金
融
商
品
取
引
所
及
び
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引

業
協
会
を
い
う
。
）
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
時
間
中
第
一
項
に
規
定
す

る
書
類
の
写
し
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
買
付
け
等
の
資
金
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
資
金
が
銀
行
等
か
ら
の

借
入
れ
に
よ
る
場
合
に
は
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
銀
行

等
の
名
称
及
び
当
該
借
入
れ
に
係
る
契
約
書
の
写
し
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
も
の
と
し
、
当
該
公
開
買
付
届

出
書
を
提
出
し
た
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
事
項
及
び
添
付
書
類
を
削
除
し
て
当
該
公

開
買
付
届
出
書
の
写
し
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
公
開
買
付
届
出
書
を
提
出
し
た

者
が
、
当
該
銀
行
等
か
ら
の
借
入
れ
を
行
う
際
に
当
該
借
入
れ
を
当
該
資
金
に
充
て
る
こ
と
を
当
該
銀
行
等
に
対

し
て
明
ら
か
に
し
た
と
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
を
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
係
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関

す
る
内
閣
府
令
の
準
用
等
）

第
三
十
三
条
の
二
　
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
三
条
の
二
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
に
お
い
て
同
項
に
規

定
す
る
公
開
買
付
説
明
書
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
公
開
買
付
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
三
条
の
二
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
法
第
二
十
七
条
の

九
第
二
項
の
規
定
す
る
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
代
え
て
当
該
説
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
提
供
す
る
と
き

は
、
株
券
等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
表
示
さ
れ

た
画
像
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
に
関
し
て
注
意
を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
公
開
買
付
者
は
、
株
券
等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
又
は
同
時
に
電
磁
的
方
法

に
よ
り
公
開
買
付
説
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
て
い
る
者
に
対
し
訂
正
を
し
た

公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
開
買
付
者
は
、
当
該
訂
正
の
範
囲
が
小
範
囲
に
止
ま
る
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第

一
号
の
同
意
を
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
第
二
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
す
る
方
法
に
代
え

て
、
訂
正
の
理
由
、
訂
正
し
た
事
項
及
び
訂
正
後
の
内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
公
開
買
付
届
出
書
等
の
写
し
の
送
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
三
条
の
三
　
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
開
買
付

者
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
株
券
等
の
発
行
者
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲

げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁

的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
株
券
等
の
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す

る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
方
法

ロ
　
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
類
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
株
券
等
の
発
行
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受

け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す

る
方
法

３
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
株
券
等
の
発
行
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
株
券
等
の

発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
公
開
買
付
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

６
　
第
一
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
に
対
し
、
当
該

書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
株
券
等
の
発
行

者
が
再
び
同
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
意
見
表
明
報
告
書
の
写
し
の
送
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
三
条
の
四
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
表
明
報
告
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
一
三
日
大
蔵
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
日
大
蔵
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
一
九
日
大
蔵
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
九
日
大
蔵
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
八
日
大
蔵
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
金
融
監
督
庁
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第
一
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年

十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
六
日
総
理
府
令
第
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
〇
日
総
理
府
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
書
面
の
交
付
等
に
関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
二
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
月
一
日
、
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
九
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
四
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
商
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三

条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
種
類
の
株
式
は
、
商
法
等
改
正
法
に
よ
る

改
正
前
の
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
商
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百

四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の
定
款
の
定
め
に
よ
り
当
該
株
式
に
つ
き
株
主
が
議
決
権

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
商
法
等
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
商
法
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
四
項
に

規
定
す
る
種
類
の
株
式
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
商
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
新
株
の
引
受
権

は
、
新
株
予
約
権
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
（
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
第
四
十
一
条
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
商
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
転
換
社
債
又
は
新

株
引
受
権
付
社
債
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規

定
を
適
用
す
る
。

４
　
前
項
の
新
株
引
受
権
付
社
債
を
発
行
す
る
際
に
旧
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発

行
す
る
新
株
引
受
権
証
券
は
、
新
株
予
約
権
証
券
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令

の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
提
出
し
た
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企

業
開
示
府
令
に
規
定
す
る
有
価
証
券
通
知
書
、
有
価
証
券
届
出
書
、
発
行
登
録
通
知
書
、
発
行
登
録
書
、
有
価
証

券
報
告
書
及
び
半
期
報
告
書
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
株
券
等
の
大
量
保
有
の
状
況
の
開
示
に
関

す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
大
量
保
有
報
告
書
・
変
更
報
告
書
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
発
行
者

で
あ
る
会
社
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
附
則
第
六
条
に
お
い
て

「
他
社
株
公
開
買
付
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
に
よ
る
買
付
け
等
の
通
知
書
、
公
開
買
付

届
出
書
及
び
公
開
買
付
報
告
書
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
に
よ
る
上
場
株
券

等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
に
よ
る
買
付
け
等
の
通
知
書
並
び
に
前

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
通
知
書
等
に
係
る
訂
正
又
は
変
更
に
関
す
る
書
類
を
施
行
日
以
後
に
提

出
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
株
券
等
の
大
量
保
有
の
状
況
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
商
法
等
改
正
整
備
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
株
予
約
権
付
社
債
と
み
な
さ
れ
る
転
換
社
債
若

し
く
は
新
株
引
受
権
付
社
債
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新
株
予
約
権
証
券
と
み
な
さ
れ
る
新
株
引
受
権
証

券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
転
換
社
債
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
株
券
等
の
大
量
保
有
の
状
況
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
旧
転
換
社
債
等
に
つ
い
て
の
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
他
社
株
公
開
買
付
開
示
府
令
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
転
換
社
債
等
に
つ

い
て
の
改
正
前
の
他
社
株
公
開
買
付
開
示
府
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
株
式
に
換
算
し
た
数
に
対
応
す
る
議
決
権

の
数
と
す
る
。

３
　
旧
転
換
社
債
等
に
つ
い
て
の
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
他
社
株
公
開
買
付
開
示
府
令
第
九
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
株
式
に
換
算
し
た
数
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
転
換
社
債
等
に
つ
い
て
の
改
正
前
の

他
社
株
公
開
買
付
開
示
府
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
株
式
に
換
算
し
た
数
と
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
号
様

式
か
ら
第
二
号
の
三
様
式
ま
で
及
び
第
六
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企

業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
号
様
式
か
ら
第
二
号
の
五
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
か
ら
第
七
号
の

三
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
二
様
式
ま
で
、
第
十
四
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
、
第

十
七
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
者
に
よ
る
株

券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様

式
ま
で
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開

示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
使
用
せ
ず
、
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に
よ
ら
ず
電
子
開
示
手
続
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の

二
に
規
定
す
る
電
子
開
示
手
続
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
号
様
式
及

び
第
十
号
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
号
様
式
、
第
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六
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外

の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
号
様
式
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
せ
ず
、
又
は
磁
気

デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に
よ
ら
ず
任
意
電
子
開
示
手
続
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る
任
意
電
子
開
示
手

続
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
内
閣
府
令
第
七
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
及
び
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
三
条
の
二
の
二
、
第
三
条
の
二
の
三
、
第
四
条
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
条
第
四
号

（
同
号
イ
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
二
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後

に
開
始
す
る
証
券
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
（
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
三
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

５
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
九
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
は
、
そ
の
施
行
の
日
以
後
公
告
を
行
う
公
開
買
付
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
公
告
を
行
う
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
〇
日
内
閣
府
令
第
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
（
以
下
「
新
公
開
買
付
府
令
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
日
以
後

に
提
出
す
る
公
開
買
付
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
前
に
提
出

す
る
公
開
買
付
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
施
行
日
に
お
い
て
既
に
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
者
　
新
開
示
府
令
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
特
定
有
価
府
令
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
た
日
又
は
新
開
示
府
令
又
は
新
特
定
有
価
府
令
に
よ
る
半
期
報
告
書
を
提

出
し
た
日

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
平
成
十
八
年
八
月
一
日

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
り
公
開
買
付
届
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
旧
公
開
買
付
府

令
」
と
い
う
。
）
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
（
１
５
）
ｄ
中
「
記
載
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
す
る
こ

と
。
な
お
、
大
株
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
の
個
人
株
主
の
住
所
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
市
区
町
村
名
ま
で
を
記

載
し
て
も
差
し
支
え
な
い
」
と
、
同
記
載
上
の
注
意
（
１
５
）
ｅ
中
「
記
載
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
す

る
こ
と
。
な
お
、
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
っ
て
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
氏
名
」
欄
に
名
称
を
、

「
職
歴
」
欄
に
簡
単
な
沿
革
を
記
載
す
る
こ
と
」
と
、
同
記
載
上
の
注
意
（
２
９
）
中
「

ｂ
　
株
券
等
が
投
資
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
所
有
者
別
の
状
況
」
欄
中
「
株
式
の
状
況
（
１
単
元
の
株
式

数
株
）
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
口
の
状
況
」
と
、
「
株
主
数
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
主
数
」
と
、
「
所
有
株
式
数
」

と
あ
る
の
は
「
所
有
投
資
口
数
」
と
、
「
所
有
株
式
数
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
投
資
口
数
の
割
合
」
と
、

「
大
株
主
及
び
役
員
の
所
有
株
式
の
数
」
の
「
役
員
」
欄
中
「
所
有
株
式
数
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
投
資
口
数
」

と
、
「
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
所
有
株
式
数
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
発
行
済
投
資
口
の
総
数
に
対
す

る
所
有
投
資
口
数
の
割
合
」
と
読
み
替
え
て
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
「
所
有
者
別
の
状
況
」
欄
中
「
単
位

未
満
株
式
の
状
況
（
株
）
」
及
び
「
大
株
主
及
び
役
員
の
所
有
株
式
の
数
」
の
「
大
株
主
」
欄
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
。

」
と
あ
る
の
は
「

ｂ
　
株
券
等
が
投
資
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
所
有
者
別
の
状
況
」
欄
中
「
株
式
の
状
況
（
１
単
元
の
株
式

数
株
）
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
口
の
状
況
」
と
、
「
株
主
数
」
と
あ
る
の
は
「
投
資
主
数
」
と
、
「
所
有
株
式
数
」

と
あ
る
の
は
「
所
有
投
資
口
数
」
と
、
「
所
有
株
式
数
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
投
資
口
数
の
割
合
」
と
、

「
大
株
主
及
び
役
員
の
所
有
株
式
の
数
」
の
「
役
員
」
欄
中
「
所
有
株
式
数
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
投
資
口
数
」

と
、
「
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
所
有
株
式
数
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
発
行
済
投
資
口
の
総
数
に
対
す

る
所
有
投
資
口
数
の
割
合
」
と
読
み
替
え
て
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
「
所
有
者
別
の
状
況
」
欄
中
「
単

位
未
満
株
式
の
状
況
（
株
）
」
及
び
「
大
株
主
及
び
役
員
の
所
有
株
式
の
数
」
の
「
大
株
主
」
欄
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
。

ｃ
　
「
（
２
）
の
①
　
大
株
主
」
に
つ
い
て
、
大
株
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
の
個
人
株
主
の
住
所
の
記
載
に
当
た

っ
て
は
、
市
区
町
村
名
ま
で
を
記
載
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

ｄ
　
「
（
２
）
の
②
　
役
員
」
に
つ
い
て
、
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
っ
て
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
「
氏
名
」
欄
に
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
二
日
内
閣
府
令
第
八
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

８
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
二
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
旧
証
券
取
引
法
第
二
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
三
日
内
閣
府
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
株
券
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
七
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る

買
付
け
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
株
券
等
の
買

付
け
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
五
日
内
閣
府
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
並
び
に
新
令
第

一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
旧
金
融

商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の

前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の

開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
百
二
十
七
条
の

四
第
二
項
第
二
号
、
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
（
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
（
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
府
令
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
四
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
六
日
内
閣
府
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
同
令
第
二
号
様

式
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
株
券
等
（
金
融
商
品
取
引
法

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
買
付
け
等
（
金
融

商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
二
号
様
式
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
又
は
事
業
年
度
に

係
る
連
結
財
務
諸
表
又
は
財
務
諸
表
を

近
連
結
会
計
年
度
の
連
結
財
務
諸
表
又
は

近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表

と
し
て
記
載
す
る
こ
と
と
な
る
公
開
買
付
届
出
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
公

開
買
付
届
出
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度

又
は
事
業
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
又
は
財
務
諸
表
を

近
連
結
会
計
年
度
の
連
結
財
務
諸
表
又
は

近
事
業

年
度
の
財
務
諸
表
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
と
な
る
公
開
買
付
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
七
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
一
四
日
内
閣
府
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
次
に
掲
げ
る
株
券
等
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ

る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
七
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生
年

金
基
金
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
厚
生
年
金
基
金
（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め

の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
十
二
号

に
規
定
す
る
厚
生
年
金
基
金
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

一
　
施
行
日
前
に
開
始
し
た
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期

間
内
に
行
う
同
号
に
掲
げ
る
株
券
等
の
買
付
け
等
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
株
券
等
の
買
付
け
等
（
金
融
商

品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
七
条
第
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
施
行
日
前
に
開
始
し
た
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期

間
内
に
行
う
同
号
に
掲
げ
る
株
券
等
の
買
付
け
等

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
二
日
内
閣
府
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
第
六
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十

九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
二
号
様
式
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
内
閣
府
令
第
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
六
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
内
閣
府
令
第
七
五
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
三
日
内
閣
府
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
四
四
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
内
閣
府
令
第
六
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
の

機
能
の
強
化
及
び
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十

一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
八
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
施
行
日
前
に
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
四
半
期
報
告
書
及
び
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
提
出
さ
れ
る
四
半
期
報
告
書

に
係
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
二
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
九
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

第
一
号
様
式第一号様式 

公開買付けによる買付け等の通知書 

       殿 

年  月  日 

公開買付者(1)氏名又は名称          

住所又は所在地         

1 公開買付けの状況(2) 

株券等の種類 
応募株券等の数の

合計 

買付け等をする株

券等の数の合計 

返還する株券等の

数の合計 

    

2 応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合の理由(3) 

3 応募に関して買付け等をする株券等又は返還する株券等(4) 

買付け等

をする株

券等 

応募株券

等の種類 

応募株券

等の数 

買付け等

をする株

券等の数 

買付代金等 

買付け等

の価格 

買付け等

の代金 

対価とする

有価証券等 

      

計     

計算方法  

返還する

株券等 

株券等の種類 株券等の数 返還の方法 

   

4 決済の方法(5) 

買付け等の決済をする金融

商品取引業者又は銀行等 

名称  

本店の所在地  

決済の開始日     年  月  日 

決済の方法  

決済の場所  

(記載上の注意) 

(1) 公開買付者 

 複数の者が共同して公開買付けを行った場合には、それぞれの者について記載する

こと。 

(2) 公開買付けの状況 

 株券等が株券である場合は、株式の種類ごとに記載すること。 

 また、株券等が新株予約権証券又は新株予約権付社債券である場合において、商法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第1

29号)第19条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券又は同条

第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社

債(第二号様式の記載上の注意(4)及び第六号様式の記載上の注意(5)のbにおいて「旧

新株引受権証券等」という。)が含まれる場合には、区分して記載すること。 
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 株券等の発行者が外国の者である場合は、内国法人が発行者である株券等に準じて

記載すること。 

(3) 応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合の理由 

 応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合には、その理由として、法第2

7条の13第4項の規定により公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載した応

募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととする条件について記載するこ

と。 

(4) 応募に関して買付け等をする株券等又は返還する株券等 

a 当該応募株主等から買付け等をする株券等又は当該応募株主等に返還する株券等

について記載すること。 

b 該当する事項がない場合には、欄を適宜省略しても差し支えない。 

c 「対価とする有価証券等」欄には、有価証券その他金銭以外のものをもって買付け

等の対価とする場合の当該有価証券等の種類及び数を記載すること。 

d 「買付代金等」欄の記載中、差引手取金額欄を追加しても差し支えない。 

e 「計算方法」欄には、あん分比例方式により買付け等をする場合に、株券等の種類

ごとに「買付け等をする株券等の数」の計算方法を記載すること。 

(5) 決済の方法 

 「決済の方法」欄には、買付け等の代金を支払い、又は買付け等の対価として有価

証券等を引き渡す際この通知書の呈示を求めること等、決済の方法を具体的に記載す

ること。 

第
二
号
様
式第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】            公開買付届出書 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                 年 月 日 

【届出者の氏名又は名称】(１)                     

【届出者の住所又は所在地】                      

【最寄りの連絡場所】                         

【電話番号】                             

【事務連絡者氏名】                          

【代理人の氏名又は名称】(２)                     

【代理人の住所又は所在地】                      

【最寄りの連絡場所】                         

【電話番号】                             

【事務連絡者氏名】                          

【縦覧に供する場所】(３)      名称 

（所在地） 

第１【公開買付要項】 

１【対象者名】 

２【買付け等をする株券等の種類】(４) 

３【買付け等の目的】(５) 

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】(６) 

(１)【買付け等の期間】 

①【届出当初の期間】 

買付け等の期間 年 月 日から 年 月 日まで（ 営業日） 

公告日  

公告掲載新聞名  

②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】 

③【期間延長の確認連絡先】 

(２)【買付け等の価格】 

株券  

新株予約権証券  

新株予約権付社債券  

株券等信託受益証券（   ）  

株券等預託証券（   ）  

算定の基礎  

算定の経緯  

(３)【買付予定の株券等の数】 

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

 （株） （株） （株） 

    

    

合計    

５【買付け等を行った後における株券等所有割合】(７) 

区分 議決権の数 

買付予定の株券等に係る議決権の数（個） (a)  

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個） (b)  

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係
る議決権の数（個） (c)  

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（ 年 月 日現在）  
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（個） (d) 

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個） (e)  

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係
る議決権の数（個） (f)  

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（ 年 月 日現在） 
（個） (g)  

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個） (h)  

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係
る議決権の数（個） (i)  

対象者の総株主等の議決権の数（ 年 月 日現在）（個） (j)  

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
（ａ／ｊ） （％）  

買付け等を行った後における株券等所有割合 

（（ａ＋ｄ＋ｇ）／（ｊ＋（ｂ－ｃ）＋（ｅ－ｆ）＋（ｈ－ｉ）） 
×100） （％） 

 

６【株券等の取得に関する許可等】(８) 

(１)【株券等の種類】 

(２)【根拠法令】 

(３)【許可等の日付及び番号】 

７【応募及び契約の解除の方法】(９) 

(１)【応募の方法】 

(２)【契約の解除の方法】 

(３)【株券等の返還方法】 

(４)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の

所在地】 

８【買付け等に要する資金】(10) 

(１)【買付け等に要する資金等】 

買付代金（円）(a)  

金銭以外の対価の種類  

金銭以外の対価の総額  

買付手数料(b)  

その他(c)  

合計(a)＋(b)＋(c)  

(２)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】 

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】 

種類 金額（千円） 

  

計(a)  

②【届出日前の借入金】 

イ【金融機関】 

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

１  ―   

２     

計  

ロ【金融機関以外】 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

    

    

計  

③【届出日以後に借入れを予定している資金】 

イ【金融機関】 

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

１  ―   

２     

計(b)  

ロ【金融機関以外】 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

    

    

計(c)  

④【その他資金調達方法】 

内容 金額（千円） 

  

計(d)  

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】 

千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)） 

(３)【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】 

９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】(11) 

(１)【名称】 

(２)【本店の所在地】 

(３)【代表者の役職氏名】 

(４)【資本金の額】 

(５)【会社の目的及び事業の内容】 

(６)【最近３年間の１株当たり配当額等の状況】 

決算年月    

１株当たり当期純損益    

１株当たり配当額    

１株当たり純資産額    

(７)【最近の株価及び株式売買高の状況】 

金融商品取引所名又は認可金
融商品取引業協会名 

 

月別        

最高株価        

最低株価        

売買高        

10【決済の方法】(12) 

(１)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在

地】 

(２)【決済の開始日】 

(３)【決済の方法】 

(４)【株券等の返還方法】 

11【その他買付け等の条件及び方法】(13) 

(１)【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】 

(２)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】 

(３)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方

法】 

(４)【応募株主等の契約の解除権についての事項】 

(５)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】 

(６)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】 

(７)【公開買付けの結果の開示の方法】 

第２【公開買付者の状況】(14) 
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１【会社の場合】 

(１)【会社の概要】(15) 

①【会社の沿革】 

②【会社の目的及び事業の内容】 

③【資本金の額及び発行済株式の総数】 

④【大株主】                    年 月 日現在 

氏名又は名称 住所又は所在地 
所有株式の数 

（千株） 

発行済株式の総数に対す
る所有株式の数の割合
（％） 

    

    

    

    

計 ―   

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】          年 月 日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 
所有株式数 

（千株） 

      

      

      

計  

(２)【経理の状況】(16) 

①【貸借対照表】 

②【損益計算書】 

③【株主資本等変動計算書】 

（３）【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】（17） 

①【公開買付者が提出した書類】（18） 

イ【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度 第  期（自     年 月 日 至     年 月 

日）     年 月 日  財務（支）局長に提出 

ロ【半期報告書】 

事業年度 第 期中（自     年 月 日 至     年 月 

日）     年 月 日  財務（支）局長に提出 

ハ【訂正報告書】 

訂正報告書（上記      の訂正報告書）を    年 月 日に  

財務（支）局長に提出 

②【上記書類を縦覧に供している場所】 

名称 

（所在地） 

２【会社以外の団体の場合】 

(１)【団体の沿革】 

(２)【団体の目的及び事業の内容】 

(３)【団体の出資若しくは寄付又はこれらに類するものの額】 

(４)【役員の役名、職名、氏名（生年月日）及び職歴】 

３【個人の場合】 

(１)【生年月日】 

(２)【職歴】(19)  

(３)【破産手続開始の決定の有無】(20)  

第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】 

１【株券等の所有状況】(21)  

(１)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】 

(２)【公開買付者による株券等の所有状況】    （ 年 月 日現在） 

 所有する株券等
の数 

令第７条第１項第２
号に該当する株券等
の数 

令第７条第１項第３
号に該当する株券等
の数 

株券 （個） （個） （個） 

新株予約権証券  ―  

新株予約権付社債券  ―  

株券等信託受益証券（   ）  ―  

株券等預託証券（   ）  ―  

合計    

所有株券等の合計数  ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （    ） ― ― 

(３)【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計)】 

                        （ 年 月 日現在） 

 所有する株券等
の数 

令第７条第１項第２
号に該当する株券等
の数 

令第７条第１項第３
号に該当する株券等
の数 

株券 （個） （個） （個） 

新株予約権証券  ―  

新株予約権付社債券  ―  

株券等信託受益証券（   ）  ―  

株券等預託証券（   ）  ―  

合計    

所有株券等の合計数  ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （    ） ― ― 

(４)【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳)】 

①【特別関係者】               （ 年 月 日現在） 

氏名又は名称  

住所又は所在地  

職業又は事業の内容  

連絡先  

公開買付者との関係  

②【所有株券等の数】             （ 年 月 日現在） 

 所有する株券等
の数 

令第７条第１項第２
号に該当する株券等
の数 

令第７条第１項第３
号に該当する株券等
の数 

株券 （個） （個） （個） 

新株予約権証券  ―  

新株予約権付社債券  ―  

株券等信託受益証券（   ）  ―  

株券等預託証券（   ）  ―  

合計    

所有株券等の合計数  ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （    ） ― ― 
 

２【株券等の取引状況】(22)  

(１)【届出日前60日間の取引状況】 

氏名又は名称 株券等の種類 増加数 減少数 差引 

     

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】(23)  

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】(24)  

第４【公開買付者と対象者との取引等】 
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１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】(25)  

２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】(26)  

第５【対象者の状況】(27)  

１【最近３年間の損益状況等】(28)  

(１)【損益の状況】 

決算年月    

売上高    

売上原価    

販売費及び一般管理費    

営業外収益    

営業外費用    

当期純利益（当期純損失）    

(２)【１株当たりの状況】 

決算年月    

１株当たり当期純損益    

１株当たり配当額    

１株当たり純資産額    

２【株価の状況】(29)  

金融商品取引所名又は認可金
融商品取引業協会名 

 

月別        

最高株価        

最低株価        

３【株主の状況】(30)  

(１)【所有者別の状況】                年 月 日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数      株） 

単元未満株

式の状況

（株） 

政府及

び地方

公共団

体 

金融

機関 

金 融

商 品

取 引

業者 

そ の 他

の法人 

外国法人等 
個人そ

の他 
計 

個人以

外 
個人 

株主数

（人） 
        

     
― 

所有株

式 数

(単位) 

         

所有株

式数の

割 合

（％） 

       100 
     

― 

(２)【大株主及び役員の所有株式の数】 

①【大株主】                    年 月 日現在 

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数（株） 
発行済株式の総数に対す
る所有株式数の割合(％) 

    

    

    

    

計 ―   

②【役員】                     年 月 日現在 

氏名 役名 職名 所有株式数（株） 
発行済株式の総数に対す
る所有株式数の割合(％) 

     

     

     

     

計 ― ―   

４【継続開示会社たる対象者に関する事項】(31) 

（１）【対象者が提出した書類】（32） 

①【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度 第  期（自     年 月 日 至     年 月 

日）     年 月 日  財務（支）局長に提出 

②【半期報告書】 

事業年度 第 期中（自     年 月 日 至     年 月 

日）     年 月 日  財務（支）局長に提出 

③【臨時報告書】 

①の有価証券報告書、②の半期報告書の提出後、本届出書提出日

（    年 月 日）までに、臨時報告書を    年 月 日に  

財務（支）局長に提出 

④【訂正報告書】 

訂正報告書（上記      の訂正報告書）を    年 月 日に  

財務（支）局長に提出 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】 

名称 

（所在地） 

 ５【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】（33） 

６【その他】（34） 

（記載上の注意） 

(１) 届出者の氏名又は名称 

複数の者が共同して公開買付けを行う場合には、それぞれの者について記載す

ること｡ 

(２) 代理人の氏名又は名称 

非居住者が届出をする場合に、本邦内に住所又は事務所を有するものであって、

公開買付けに係る書類の提出に関する一切の行為につき公開買付者を代理する者

（以下この(２)において「代理人」という｡）の氏名（代理人が法人である場合

には、その名称及び代表者の氏名）を記載すること｡ 

(３) 縦覧に供する場所 

第33条第２項及び第３項の規定による縦覧について記載すること。 

(４) 買付け等をする株券等の種類 

買付け等をする株券等に旧新株引受権証券等が含まれる場合には、その旨を記

載すること。 

(５) 買付け等の目的 

買付け等の目的について具体的に記載すること。 

たとえば、 

ａ 支配権取得又は経営参加を目的とする場合には、支配権取得又は経営参加の

方法及び支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計画について具体的に記載

すること。組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、

多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の変更、配当・資本政

策に関する重要な変更、その他対象者の経営方針に対して重大な変更を加え、

又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性も

記載すること。 
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ｂ 純投資又は政策投資を目的とする場合には、株券等を取得した後の当該株券

等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針並びにそれらの理由を記載し、

長期的な資本提携を目的とする政策投資として買付け等を行う場合には、その

必要性を具体的に記載すること。 

ｃ 買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等を更に取得する予定の有無、そ

の理由及びその内容を具体的に記載すること。 

ｄ 株券等を取得した後、第三者に譲渡することを目的とする場合には､当該第

三者について｢第２ 公開買付者の状況」に掲げる事項と同一の事項（｢１ 会

社の場合」の「(２) 経理の状況」を除く｡）を記載するとともに、当該第三

者の公開買付者との関係、譲受けの目的及び届出日において所有する当該株券

等の数を記載すること。なお、当該第三者が継続開示会社（企業内容等の開示

に関する内閣府令第１条第28号に規定する継続開示会社をいう。(17)及び(31)

において同じ。）に該当する者である場合には、「第２ 公開買付者の状況」

の「１ 会社の場合」に掲げる事項のうち「(１) 会社の概要」と同一の事項

に代えて、「(３) 継続開示会社たる公開買付者に関する事項」と同一の事項

を記載することができる。 

ｅ 買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等が上場又は店頭登録の廃止とな

る見込みがある場合には、その旨及び理由について具体的に記載すること。 

(６) 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 

ａ 「届出当初の期間」欄には、届出日現在における公開買付期間を記載するこ

と。 

ｂ 「対象者の請求に基づく延長の可能性の有無」欄には、法第27条の10第３項

の規定により当該公開買付けの期間が延長される可能性がある場合に、例えば

「法第27条の10第３項の規定により、公開買付対象者から公開買付期間の延長

を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の

期間は30営業日、公開買付期間は〇月〇日までとなります｡｣等詳細に記載し、

延長される可能性がない場合には「当該事項なし」と記載すること。 

ｃ 「期間延長の確認連絡先」欄には、期間延長の有無、延長後の公開買付期間

の末日等を問い合わせる場合の連絡先及び確認受付時間等を記載すること。 

ｄ 「買付け等の価格」欄には、有価証券等を対価とする場合には、当該有価証

券等の種類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有

価証券等の種類、交換比率及び金銭の額を記載すること。また､「株券等信託

受益証券」及び｢株券等預託証券」の欄の括弧内には株券等信託受益証券及び

株券等預託証券の権利に係る対象株券等の種類を記載すること（｢買付予定の

株券等の数」欄及び「第３ 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所

有状況及び取引状況」の「１ 株券等の所有状況」欄において同じ｡）｡ 

なお、株券等が投資証券又は新投資口予約権証券である場合には､｢株券｣､

｢新株予約権証券｣､｢新株予約権付社債券」、「株券等信託受益証券」及び「株券

等預託証券」の欄の記載を省略し､｢投資証券」及び「新投資口予約権証券」欄

を設けて記載すること（｢第３ 公開買付者及びその特別関係者による株券等

の所有状況及び取引状況」の「１ 株券等の所有状況」欄において同じ｡）｡ 

株券等の発行者が外国の者である場合は、内国法人が発行者である株券等に

準じて記載すること(「５ 買付け等を行った後における株券等所有割合」欄

及び｢第３ 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引

状況」の「１ 株券等の所有状況」欄において同じ｡)。 

ｅ 「算定の基礎」欄には、買付価格の算定根拠を具体的に記載し、買付価格が

時価と異なる場合や当該買付者が最近行った取引の価格と異なる場合には、そ

の差額の内容も記載すること。 

株券等の種類に応じた公開買付価格の価額の差について、換算の考え方等の

内容を具体的に記載すること。 

ｆ 「算定の経緯」欄には、算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第

三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った

経緯を具体的に記載すること。公開買付者が対象者の役員、対象者の役員の依

頼に基づき当該公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする

者又は対象者を子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同

じ｡）とする会社その他の法人である場合であって、買付価格の公正性を担保

するためのその他の措置を講じているときは、その具体的内容も記載するこ

と。 

ｇ 「買付予定数」の欄には、法第27条の３第１項に規定する買付予定の株券等

の数又は当該株券等の種類ごとの数を記載すること。 

ｈ 「買付予定数の下限」欄には、法第27条の13第４項第１号の規定により、応

募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらか

じめ公開買付開始公告において記載された数に満たないときは応募株券等の全

部の買付け等をしない旨の条件を付した場合における、当該記載された数を記

載すること。 

ｉ 「買付予定数の上限」欄には、法第27条の13第４項第２号の規定により、応

募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときはその超える部分の

全部又は一部の買付け等をしない旨の条件を付した場合における、買付け等を

行う当該株券等の数又は当該株券等の種類ごとの数の上限を記載すること。 

(７) 買付け等を行った後における株券等所有割合 

ａ 「潜在株券等に係る議決権の数」欄には、新株予約権証券、新株予約権付社

債券、新投資口予約権証券、株券等信託受益証券及び株券等預託証券について

株式又は投資口に換算した議決権の数並びに取得請求権付株式及び取得条項付

株式について潜在的に増加し得る議決権の数の合計を記載すること。 

現在は対象者以外の者が発行者である株券等であっても、取得の請求等の結

果、対価として交付される株券等が対象者の発行する株券等である旨の定めが

なされている場合には、当該交付される株券等に係る議決権の数も含めること

とする。 

「公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」及び「特別関係者の所有株券

等に係る議決権の数」欄には、公開買付開始公告を行った日における公開買付

者及び特別関係者（法第 27 条の２第７項第１号に掲げる者については、第３

条第２項で定める者を除く。(21)の a、(23)及び(24)において同じ。）の所有

する株券等（令第７条第１項各号に掲げる場合に係る株券等を含む。）に係る

議決権の数を記載すること。 

なお、公開買付期間中に当該議決権（法第 27 条の５第２号に規定する申出

を行った者の所有する株券等に係る議決権を除く。以下 (７)及び(21)におい

て同じ。）の数が総株主等の議決権（法第 29 条の４第２項に規定する総株主等

の議決権をいう｡以下同じ。）の 100 分の１に相当する数以上増加し、又は減少

した場合には、すみやかに訂正届出書を提出すること。ただし、公開買付者が

当該議決権の数の増加又は減少の事実を知らず、かつ、相当な注意を用いたに

もかかわらず知ることができなかった場合は、この限りでない。 

ｂ 「対象者の総株主等の議決権の数」欄には、原則として、公開買付開始公告

を行った日の総株主等の議決権の数を記載すること。ただし、これが分からな

い場合には、直近に提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告
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書（法第24条の５第１項に規定する半期報告書をいう。以下同じ｡）に記載さ

れた総株主等の議決権の数を記載しても差し支えない。 

また、株券等が特定投資家向け有価証券（法第４条第３項に規定する特定投

資家向け有価証券をいう。(27)において同じ。）である場合には、次に掲げる

総株主等の議決権の数を記載しても差し支えない。 

(a) 直近に提供され、又は公表された特定証券情報（法第27条の31第１項 

に規定する特定証券情報をいう。以下同じ。）又は発行者情報（法第27条の

32第１項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。）に含まれた総株主等の

議決権の数 

(b) (a)に掲げる総株主等の議決権の数を把握することができない場合又は特

定証券情報若しくは発行者情報に総株主等の議決権の数が含まれていない場

合には、その他の方法により把握することができた総株主等の議決権の数で

直近のもの 

ｃ 株券等所有割合は小数点以下３桁を四捨五入し小数点以下２桁まで記載する

こと。 

ｄ 各欄の「議決権」（「総株主等の議決権」を除く。）には、社債、株式等の

振替に関する法律（平成13年法律第75号）第147条第１項若しくは第148条第１

項（これらの規定を同法第228条第１項において準用する場合を含む。）又は

同法第181条第１項、第182条第１項、第212条第１項若しくは第213条第１項の

規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものと

する（（21）のａにおいて同じ。）。 

(８) 株券等の取得に関する許可等 

届出日までに許可等がない場合には､｢(３) 許可等の日付及び番号」は記載を

要しない。この場合には、当該許可等があった時点で訂正届出書を提出するこ

と。 

(９) 応募及び契約の解除の方法 

ａ 「(１) 応募の方法」には、応募の方法を具体的に記載し、応募に際し株券

等を提出させる場合には、その方法を具体的に記載すること。 

ｂ 「(２) 契約の解除の方法」には、法第27条の12第１項の規定による契約の

解除の方法について具体的に記載し、令第14条の２で定める方法による場合に

は、解除書面を受領する権限を有する者の氏名又は名称及び本邦内の住所、居

所又は所在地を記載すること。 

ｃ 応募に際し株券等を提供させる場合には、契約の解除があった場合の株券等

の返還方法及び返還時期等を「(３) 株券等の返還方法」に記載すること。 

ｄ 「(４) 株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び

本店の所在地」は、応募に際し株券等を提供させる場合に記載すること。 

(10) 買付け等に要する資金 

ａ 「買付代金」欄には、買付価格に買付予定数を乗じて得た金額を記載するこ

と。 

なお、有価証券等を買付け等の対価とする場合で、その交換に係る差金とし

て金銭を交付するときは、当該金銭の総額を記載すること。 

ｂ 「金銭以外の対価の種類」欄及び「金銭以外の対価の総額」欄には、買付け

等の対価として引き渡す有価証券等の種類及び総額を記載すること。 

ｃ 「買付手数料」欄には、買付け等に関して手数料を支払う場合に当該手数料

の額を記載すること。 

ｄ 「その他」欄には、公告に要する費用、弁護士に支払う報酬等の額を記載す

ること。 

ｅ 「届出日の前々日又は前日現在の預金」欄には、普通預金、通知預金等の種

類別に、届出日の前々日又は前日（当日が銀行等の休日であるときは、その前

日）の銀行等の終業時における残高（借入債務の担保に供されているもの等引

出しが制限されているものを除く｡）を記載すること。 

ｆ 「届出日前の借入金」欄には、届出日前に買付け等に要する資金として借り

入れたものがある場合に記載すること。 

ｇ 借入先が金融機関である場合で、借入金が買付け等の資金に充てることを明

らかにせずに借り入れたものである場合には、当該借入金については「金融機

関」欄の「１」欄に記載すること。この場合には、当該借入金については､｢借

入先の名称等」欄は記載しないで「借入先の業種」欄､｢借入契約の内容」欄及

び「金額」欄のみ記載するとともに、当該借入金に係る借入先の業種、借入先

の名称及び所在地、借入契約の内容及び金額を記載した書面を作成して本届出

書に添付すること。公開買付者が法第27条の３第４項の規定により本届出書の

写しを送付する際は、当該書面の写し及び当該借入金に係る契約書の写しを添

付せずに送付すること。 

借入先が金融機関である場合で、借入金が買付け等の資金に充てることを明

らかにして借り入れたものである場合には、当該借入金については「金融機

関」欄の「２」欄に記載すること｡ 

借入先が金融機関以外の者である場合には、その借入金については「金融機

関以外」欄に記載すること。 

ｈ 「借入先の業種」欄には、金融機関の場合にはその種類、金融機関以外の場

合には貸金業者､個人等、具体的に記載すること。 

ｉ 「借入先の名称等」欄には、借入先の氏名又は名称及び住所又は所在地を記

載すること。 

ｊ 「借入契約の内容」欄には、借入れの方法、借入条件及び担保の状況を記載

すること。 

ｋ 「その他資金調達方法」欄には､｢届出日の前々日又は前日現在の預金」欄及

び「届出日以後に借入れを予定している資金」欄に記載したもの以外の資金の

調達を予定している場合に、その内容及び金額を記載すること。 

ｌ 「(３) 買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等」

には、有価証券をもって買付け等の対価とする場合に当該有価証券の発行者と

公開買付者との関係を具体的に記載するとともに、当該有価証券の種類に応じ

必要な事項（たとえば、交換後の最初の利益配当又は利息支払の時期、社債券

の発行条件）を記載すること。 

(11) 買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況 

有価証券をもって買付け等の対価とする場合に記載すること。 

なお、買付け等の対価とする有価証券の発行者が株式会社以外の者である場合 

には、株式会社である場合に準じて記載すること。 

ａ 買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合には、発行

者が公開買付者である旨､｢(６) 最近３年間の１株当たり配当額等の状況」及

び「(７) 最近の株価及び株式売買高の状況」を記載すること。 

ｂ 「(５) 会社の目的及び事業の内容」には、定款に記載された目的を記載

し、現在営んでいる事業について分かりやすく説明すること。 

ｃ 買付け等の対価とする有価証券が投資証券等又は新投資口予約権証券等であ

る場合には､｢(６)最近３年間の１株当たり配当額等の状況」欄中「１株当た

り」とあるのは「投資口一口当たり」と｢(７) 最近の株価及び株式売買高の状

況」欄中「株価」とあるのは「一口価格」と､｢株式売買高」とあるのは「投資
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口売買高」と読み替えて記載すること。 

ｄ 「(７) 最近の株価及び株式売買高の状況」には、届出日の属する月前６月

間の月別及び届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期間に区分し

て、次に掲げる事項を記載すること｡ 

(ａ) 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取

引所の市場相場及び株式売買高を記載し、当該金融商品取引所名を注記する

こと。 

(ｂ) 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されてい

る場合には、当該認可金融商品取引業協会の発表する相場及び株式売買高を

記載すること。 

(ｃ) その他の銘柄で気配相場がある場合には、当該気配相場を記載し、その

旨を記載すること｡この場合には、株式売買高の記載を要しない。 

(ｄ) 投資口が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品

取引所の市場相場を記載し、当該金融商品取引所名を注記すること。 

(12) 決済の方法 

ａ 「(２) 決済の開始日」には、法第27条の10第３項の規定により公開買付期

間が延長される可能性がある場合に、延長後の公開買付期間に対応する決済の

開始日を注記すること。 

ｂ 「(３) 決済の方法」には、買付代金を支払い、又は対価として有価証券等

を引き渡す際に買付け等の通知書の呈示を求めること等決済の方法を具体的に

記載すること。 

ｃ 「(４) 株券等の返還方法」には、応募に際し株券等を提供させる場合であ

って、法第27条の11第１項の規定による公開買付けに係る申込みの撤回及び契

約の解除があった場合及び法第27条の13第４項各号に掲げる条件を付した場合

であって当該条件に基づき応募株券等の買付け等をしないこととなった場合に

は、株券等を郵送により返還すること等返還の方法を具体的に記載するととも

に、それぞれの場合について返還開始日を記載すること。 

(13) その他買付け等の条件及び方法 

ａ 「(１) 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」には当該条

件の有無及び内容を記載すること。なお、第32条第１項に規定する方法により

計算した数の合計と買付け等をする株券等の総数とが異なる場合には、その異

なる数の処理について特に詳細に記載すること。 

  また、法第27条の13第４項第１号の規定により、応募株券等の数の合計が買

付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告に

おいて記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしない

旨の条件を、株券等の種類ごとに付した場合における、当該条件の内容（一部

の種類の株券等について応募株券等の数の合計があらかじめ公開買付開始公告

において記載された数に満たないときに、当該種類の株券等について応募株券

等の全部の買付け等をしないことや他の種類の株券等についても応募株券等の

全部の買付け等をしないこと等）を具体的に記載すること。 

ｂ 「(２) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方

法」には、令第14条第１項各号に掲げる条件の有無及び内容並びに同条第２項

に定める事項が発生した場合には撤回等を行うことがある旨を記載するととも

に、撤回等の公告又は公表の方法を記載すること。 

ｃ 「(３) 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示

の方法」には、法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対

象者が株式の分割その他の政令で定める行為を行った場合には買付け等の価格

の引下げを行うことがある旨の条件の有無及び内容を記載するとともに、引き

下げた場合の公告及び公表の方法を記載すること。 

ｄ 「(４) 応募株主等の契約の解除権についての事項」には、法第27条の12の

規定の内容を分かりやすく記載すること。 

ｅ 「(５) 買付条件等の変更をした場合の開示の方法」には、買付条件等を変

更することがある場合にはその旨を記載するとともに、買付条件等の変更の方

法及び変更前に既に応募した者の取扱いについて記載すること。 

ｆ 「(６) 訂正届出書を提出した場合の開示の方法」には、訂正届出書を提出

した場合における公告の方法及び公開買付説明書の訂正方法について記載する

こと。 

ｇ 「(７) 公開買付けの結果の開示の方法」には、公開買付期間の末日の翌日

に公告又は公表を行う旨及びその方法について記載すること。 

(14) 公開買付者の状況 

複数の者が共同して公開買付けを行う場合には、それぞれの者について記載す

ること。 

(15) 会社の概要 

ａ 「① 会社の沿革」には、創立の経緯、商号の変更、合併、増減資等による

資本の変動、事業目的の変更、工場の新設等主な変遷につき簡単に記載するこ

と。 

ｂ 「② 会社の目的及び事業の内容」には、定款に記載された目的を記載し、

現在営んでいる事業について分かりやすく説明すること。 

ｃ 「③ 資本金の額及び発行済株式の総数」には、届出日現在の資本金の額及

び発行済株式の総数を記載すること。 

ｄ 「④ 大株主」には、所有株式（他人又は仮設人名義のものを含む｡）の数

の多い順に、10名程度の株主について記載すること。なお、大株主が個人であ

る場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差

し支えない。 

ｅ 「⑤ 役員の職歴及び所有株式の数」には、届出日現在の役員（監査役を含

む｡）について記載すること。なお、会計参与設置会社であって会計参与が法

人である場合には､｢氏名」欄に名称を、「職歴」欄に簡単な沿革を記載するこ

と。 

(16) 経理の状況 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ａ)又は(ｂ)に定めると

ころにより記載すること。 

(ａ) 公開買付者が有価証券報告書の提出者であって連結財務諸表（連結財務

諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）の

規定により作成した連結財務諸表をいう。以下同じ｡）を作成している場合 

連結財務諸表（連結附属明細表を除く｡）を記載すること。 

(ｂ) (ａ)に掲げる場合以外の場合 

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第

59号）の規定により作成した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び株主資

本等変動計算書に限る。以下同じ｡）を記載すること。ただし、同規則第２

条の規定により他の法令、準則等の定めるところにより財務諸表を作成して

いる場合には、当該財務諸表を記載し、その旨注記すること。 

なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成するこ

とが困難であるときには、その国の法令の規定又は慣習により作成した財務

諸表を記載することができる。この場合において、特殊な会計処理をしてい
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るもの又は特異な科目表示をしているものがあれば、それについて分かりや

すく説明すること。 

ｂ ａ(ａ)又は(ｂ)に定める財務諸表は、最近事業年度のものを記載すること。

ただし、最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降届出書提出日までの

間に半期報告書を提出している場合には、最近事業年度の財務諸表とともに当

該半期報告書に記載した中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書（ａ(ｂ)

に掲げる場合にあっては、中間貸借対照表及び中間損益計算書）を記載するこ

と。 

ｃ 金額の表示は原則として百万円単位とすること。 

（17） 継続開示会社たる公開買付者に関する事項 

ａ 「(１) 会社の概要」及び「(２) 経理の状況」を記載した場合には、

「(３) 継続開示会社たる公開買付者に関する事項」の記載を要しない。 

ｂ 公開買付者が継続開示会社に該当する者である場合には、「(１) 会社の概

要」及び「(２) 経理の状況」に代えて、「(３) 継続開示会社たる公開買付

者に関する事項」を記載することができる。 

（18） 公開買付者が提出した書類 

ａ 届出書の提出日において既に提出されている公開買付者の直近の有価証券報

告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書並びにこれ

らの訂正報告書について記載すること。 

ｂ 公開買付期間中に、有価証券報告書又は半期報告書が提出される予定である

場合には、その旨（当該有価証券報告書又は半期報告書の提出予定時期が記載

できる場合には当該提出予定時期を含む。）記載すること。 

ｃ 「ハ 訂正報告書」については、当該訂正報告書が、いずれの書類の訂正報

告書であるのかを付記すること。 

(19) 職歴 

過去５年間の職歴を記載すること。 

(20) 破産手続開始の決定の有無 

過去５年間に、破産手続開始の決定を受けたことがある場合には、その内容を

記載すること。 

(21)  株券等の所有状況 

ａ 株券等の数は、第８条の規定による議決権の数を記載すること。また、公開

買付開始公告を行った日において公開買付者及び特別関係者が所有する株券等

（令第７条第１項各号に掲げる場合に係る株券等を含む。）に係る議決権の数

を記載すること。 

なお、公開買付期間中に当該議決権の数が総株主等の議決権の 100 分の１以

上に相当する数以上増加し、又は減少した場合には、速やかに訂正届出書を提

出すること。ただし、公開買付者が当該議決権の数の増加又は減少の事実を知

らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合

は、この限りでない。 

ｂ 複数の者が共同して公開買付けを行う場合には､｢(１) 公開買付者及び特別

関係者による株券等の所有状況の合計」にはそれぞれの者について記載するこ

と。 

ｃ 「所有する株券等の数」欄には、自己又は他人(仮設人を含む｡）の名義をも

って所有する(令第７条第１項第１号及び第４号から第６号までに掲げる場合

を含む｡）株券等の数を記載すること。 

ｄ 「令第７条第１項第２号に該当する株券等の数」欄には、金銭の信託契約そ

の他の契約又は法律の規定に基づき、株主又は投資主としての議決権を行使す

ることができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を

有する株券又は投資証券（所有権又は投資をするのに必要な権限を有するもの

を除く｡）の数を記載すること。 

ｅ 「令第７条第１項第３号に該当する株券等の数」欄には、投資一任契約その

他の契約又は法律の規定に基づき、投資をするのに必要な権限を有する株券等

（所有権を有するものを除く｡）の数を記載すること。 

(22) 株券等の取引状況 

ａ 公開買付者（公開買付者が法人等である場合は、その取締役、監査役、理

事、監事又はこれらに準ずる者を含む｡）が届出日前60日間に取引した株券等

の種類ごとの総数を記載すること。 

ｂ 相対売買（相続及び贈与を含む｡）がある場合には、株券等の種類ごとにそ

の総数を内書きし､欄外に相手先及び当該相手先ごとの数を記載すること。 

(23) 当該株券等に関して締結されている重要な契約 

公開買付者及びその特別関係者の所有株券等に関する担保契約、売戻し契約、

売買の予約その他の重要な契約又は取決めがある場合には、当該契約又は取決め

の内容を記載すること。株券等を法人格のない組合、社団等の業務執行組合員等

として所有している場合、共有している場合等には、その旨記載すること。 

(24) 届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約 

公開買付者及びその特別関係者が届出日前に株券等の買付け等の予約を行って 

いる場合又は株券等の売買取引に係るオプションの取得（当該オプションの行使 

により当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得するものに 

限る｡）及び付与（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該取引に

おいて売主としての地位を取得するものに限る｡）を行っている場合で、届出書

の提出日以降に買付け等を行うこととなる株券等がある場合には、当該契約の内

容、相手方、当該契約に係る株券等の種類及び数並びに買付け等を行う予定日

（オプションにあっては、オプションの行使日）について記載すること。公開買

付者及びその特別関係者が届出日前に第２条の２に規定する社債券を取得してい

る場合で、届出書の提出日以降に買付け等を行うことになる株券等がある場合に

は、当該社債券の内容、発行者、当該社債券の償還により交付される株券等の種

類及び数並びに買付け等を行う予定日（償還を受ける日）について記載すること。 

株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を締結している場合 

には、当該契約があること及びその内容を記載すること。 

(25) 公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容 

最近の３事業年度における公開買付者と対象者又はその役員との間の重要な取

引の有無及び内容を記載すること。 

(26) 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

公開買付者と対象者又はその役員との間の、公開買付けによる株券等の買付け

等、買付け後の重要な資産の譲渡等に関する合意の有無及びその内容を記載する

とともに、公開買付者が当該役員に利益の供与を約した場合には、その内容を記

載すること。 

公開買付者が対象者の役員、対象者の役員の依頼に基づき当該公開買付けを行

う者であって対象者の役員と利益を共通にする者又は対象者を子会社とする会社

その他の法人等である場合には、当該公開買付けの実施を決定するに至った意思

決定の過程を具体的に記載すること。利益相反を回避する措置を講じているとき

は、その具体的内容も記載すること。 

(27) 対象者の状況 

「２ 株価の状況」、「５ 伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の
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内容等」及び「６ その他」を除き、対象者が提出した最近の有価証券届出書又

は有価証券報告書によるものとし、当該有価証券届出書又は有価証券報告書の提

出年月日を明示すること。 

また、株券等が特定投資家向け有価証券である場合には、対象者が提供し、又 

は公表した最近の特定証券情報又は発行者情報によるものとし、当該特定証券情

報又は発行者情報の提供又は公表の年月日を明示すること。ただし、特定証券情

報又は発行者情報にこれらの情報が含まれておらず、かつ、他の方法によりこれ

らの情報を把握することができない場合には、その旨を記載することによりこれ

らの情報を記載しないことができる。 

 (28) 最近３年間の損益状況等 

「損益の状況」欄には、百万円単位で記載することができる。 

なお、株券等が投資証券等又は新投資口予約権証券等である場合には､｢損益の

状況」欄中「売上高」とあるのは｢営業収益｣と､｢売上原価」及び「販売費及び一

般管理費」とあるのは「営業費用」と､｢１株当たりの状況」欄中「１株当たり当

期純損益」とあるのは「１口当たり当期純損益」と､｢１株当たり配当額」とある

のは「１口当たり分配金額」と､｢１株当たり純資産額」とあるのは「１口当たり

純資産額」と読み替えて記載すること。 

(29) 株価の状況 

届出日の属する月前６月間の月別及び届出日の属する月の初日から届出日の前

日までの期間に区分して、次に掲げる事項を記載すること。 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所

の市場相場を記載し、当該金融商品取引所名を注記すること。 

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場

合には、当該認可金融商品取引業協会の発表する相場を記載すること。 

ｃ その他の銘柄で気配相場がある場合には、当該気配相場を記載し、その旨を

注記すること。 

ｄ 投資口が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引

所の市場相場を記載し、当該金融商品取引所名を注記すること。この場合にお

いて､｢最高株価」とあるのは｢最高１口価格｣と､｢最低株価」とあるのは「最低

１口価格」と読み替えて記載すること。 

ｅ ａからｄまでのいずれにも該当しない場合であって、過去においてａからｄ

のいずれかに該当していたことがあるときは、該当していた期間のうち最近７

月間の月別の相場を記載し、その旨を注記すること。 

(30) 株主の状況 

ａ 届出日までに半期報告書又は臨時報告書（法第24条の５第４項に規定する臨

時報告書をいう｡）が提出され、これらの報告書に主要株主（法第163条第１項

に規定する主要株主をいう｡）及び役員の異動の記載がある場合には、それを

「(２) 大株主及び役員の所有株式の数」に注記すること。 

ｂ 株券等が投資証券等又は新投資口予約権証券等である場合には､｢所有者別の

状況」欄中「株式の状況（１単元の株式数 株)｣とあるのは「投資口の状況」

と､｢株主数」とあるのは「投資主数」と､｢所有株式数」とあるのは「所有投資

口数」と､｢所有株式数の割合」とあるのは「所有投資口数の割合」と､｢大株主

及び役員の所有株式の数」の「役員」欄中「所有株式数（株）」とあるのは

｢所有投資口数（口）｣と､｢発行済株式の総数に対する所有株式数の割合」とあ

るのは「発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合」と読み替えて記載

すること。この場合「所有者別の状況」欄中「単元未満株式の状況（株）｣及

び「大株主及び役員の所有株式の数」の「大株主」欄の記載を省略すること。 

ｃ 「(２) 大株主及び役員の所有株式の数」の「① 大株主」について、大株

主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを

記載しても差し支えない。 

ｄ 「(２) 大株主及び役員の所有株式の数」の「② 役員」について、会計参

与設置会社であって会計参与が法人である場合には､｢氏名」欄に名称を記載す

ること。 

(31) 継続開示会社たる対象者に関する事項 

ａ 「１ 最近３年間の損益状況等」及び「３ 株主の状況」を記載した場合に

は、「４ 継続開示会社たる対象者に関する事項」の記載を要しない。 

ｂ 対象者が継続開示会社に該当する者である場合には、「１ 最近３年間

の損益状況等」及び「３ 株主の状況」に代えて、「４ 継続開示会社た

る対象者に関する事項」を記載することができる。 

(32) 対象者が提出した書類 

次に掲げるものを除き、（18）に準じて記載すること。 

ａ 届出書の提出日において既に提出されている対象者の最近２事業年度に

係る有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半

期報告書及び臨時報告書（法第24条の５第４項に規定する臨時報告書をい

い、当該有価証券報告書又は半期報告書のうち直近に提出されたものの提

出日以降届出日までの間に企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第４号又は第９号を提出理由として提出されたものに限る。）並びにこ

れらの訂正報告書について記載すること。 

ｂ 「② 半期報告書」については、半期報告書に主要株主（法第163条第１

項に規定する主要株主をいう。）及び役員の異動の記載がある場合には、

その旨付記すること。 

ｃ 「③ 臨時報告書」については、その提出理由について、企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第４号又は第９号のうちいずれの規定

に基づいて提出したのかを付記すること。 

(33) 伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等 

  法第167条第５項第８号の規定の適用を受けようとする場合には、同号イか

らハまでに掲げる事項を記載すること。 

(34) その他 

投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の

情報を記載すること。対象者について最近の有価証券届出書、有価証券報告書、

特定証券情報及び発行者情報に記載又は表示されていない重要な事実を知ってい

る場合には、当該事実を記載すること。 
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第
三
号
様
式

第三号様式（平18内府令86・全改、平19内府令65・令元内府令2・令2内府令75・一部改正） 【表紙】 【提出書類】別途買付け禁止の特例を受けるための申出書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【申出者の氏名又は名称】 【申出者の住所又は所在地】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 金融商品取引法第27条の5第2号の規定により、下記のとおり申出をいたします。 記 1【本申出書に係る公開買付けの内容】 【公開買付者の氏名又は名称】 【対象者名】 2【公開買付者との関係】 3【金融商品取引法第27条の2第7項第2号に掲げる者に該当しない旨の誓約】 4【公開買付者及びその特別関係者に対して株券等を譲渡しない旨及びこれらの者と共同して対象者の株主又は投資主としての権利を行使しない旨の誓約】 5【公開買付者以外の者と共同して行う株券等の取得等の合意に関する事項】 【合意者の氏名又は名称】 【合意者の住所又は所在地】 【合意の内容】 6【その他参考となるべき事項】 （記載上の注意） 公開買付者との関係 公開買付者と申出者との間の法第27条の2第7項第1号に規定する特別の関係の内容（例えば、公開買付者が総株主等の議決権（法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。）の20％の議決権を所有する会社の監査役である旨）について具体的に記載すること。 法第27条の2第7項第2号に掲げる者に該当しない旨の誓約 誓約の内容について明確に記載すること（例えば、公開買付者との関係において法第27条の2第7項第2号に掲げる者に該当しない旨）。 公開買付者及びその特別関係者に対して株券等を譲渡しない旨及びこれらの者と共同して対象者の株主又は投資主としての権利を行使しない旨の誓約 本申出書の提出日以後公開買付者及びその特別関係者（法第27条の5第2号の規定による申出を行った特別関係者を除く。）に対して対象者の発行する株券等を譲渡しない旨及びこれらの者と共同して当該対象者の株主又は投資主としての議決権その他の権利を行使しない旨の誓約を記載すること。 公開買付者以外の者と共同して行う株券等の取得等の合意に関する事項 本申出書の提出日以後公開買付者以外の者と共同して対象者の発行する株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該対象者の株主又は投資主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該対象者の発行する株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者がある場合に、記載すること。 その他参考となるべき事項 その他参考となるべき事項を明確に記載すること（例えば、申出者が法第27条の2第7項第2号に掲げる者に該当しない事を示す事実又は理由、本申出書提出後に予定している別途買付けがある場合のその内容）。 
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第
四
号
様
式

第四号様式（平18内府令86・全改、平20内府令79・平20内府令87・令元内府令2・令2内府令75・一部改正） 【表紙】 【提出書類】意見表明報告書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【報告者の名称】 【報告者の所在地】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【縦覧に供する場所】名称 （所在地） 1【公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地】 2【公開買付者が買付け等を行う株券等の種類】 3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】 4【役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数】 5【公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容】 6【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】 7【公開買付者に対する質問】 8【公開買付期間の延長請求】 （記載上の注意） 縦覧に供する場所 第33条第2項及び第3項の規定による縦覧について記載すること。 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 a意見の内容については、例えば「公開買付けに応募することを勧める。」、「公開買付けに応募しないことを勧める。」、「公開買付けに対し中立の立場をとる。」、「意見の表明を留保する。」等わかりやすく記載すること。 b根拠については、意思決定に至った過程を具体的に記載すること。 c意見の理由については、賛否・中立を表明している場合にはその理由を、意見を留保する場合にはその時点において意見が表明できない理由及び今後表明する予定の有無等を具体的に記載すること。 d公開買付者が対象者の役員、対象者の役員の依頼に基づき当該公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者又は対象者を子会社とする会社その他の法人等である場合であって、利益相反を回避する措置を講じているときは、その具体的内容を記載すること。 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権 役員が所有する当該公開買付けに係る株券等の数及び当該株券等に係る議決権を記載すること。 この場合の議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項若しくは第148条第1項（これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。）又は同法第181条第1項、第182条第1項、第212条第1項若しくは第213条第1項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 公開買付者又はその特別関係者（法第27条の5第2号の規定による申出を金融庁長官に行った者を除く。）が報告者の役員に利益の供与を約している場合には、その内容を記載すること。 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）等を行う予定の有無及び予定がある場合にはその内容を具体的に記載すること。 公開買付者に対する質問 公開買付者に対して当該公開買付けに関する質問がある場合はその質問の内容を記載すること。ない場合には「該当事項なし」と記載すること。 公開買付期間の延長請求 法第27条の3第1項の規定による公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する場合はその旨、法第27条の10第3項の規定による延長後の買付け等の期間が30日（行政機関の休日の日数は、算入しない。）となる旨、延長後の期間の末日及び延長請求する理由を具体的に記載すること。請求しない場合には「該当事項なし」と記載すること。 
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第
五
号
様
式

第五号様式（平18内府令86・全改、平19内府令65・令元内府令2・令2内府令75・一部改正） 【表紙】 【提出書類】公開買付撤回届出書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【届出者の氏名又は名称】 【届出者の住所又は所在地】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【代理人の氏名又は名称】 【代理人の住所又は所在地】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【縦覧に供する場所】 名称 （所在地） 1【公開買付けの内容】 【対象者名】 【買付け等に係る株券等の種類】 【公開買付期間】 2【撤回等の公告又は公表】 【公告又は公表日】 【公告掲載新聞名又は公表の方法】 3【撤回等の理由】 4【株券等の返還方法】 【株券等の返還方法及び返還場所】 【返還の開始日】 【株券等の返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び所在地】 （記載上の注意） 届出者の氏名又は名称 複数の者が共同して公開買付けを行った場合には、それぞれの者について記載すること。 代理人の氏名又は名称 非居住者が届出をする場合に、本邦内に住所又は事務所を有するものであって、公開買付けに係る書類の提出に関する一切の行為につき公開買付者を代理する者（以下このにおいて「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称及び代表者の氏名）を記載すること。 縦覧に供する場所 第33条第2項及び第3項の規定による縦覧について記載すること。 撤回等の公告又は公表 公告日及び公告掲載新聞名について記載し、公告の内容を記載した書面を本届出書に添付すること。法第27条の11第2項ただし書の規定により公表を行った場合には、公表日及び公表の方法について記載すること。 撤回等の理由 公開買付届出書において記載した撤回等の条件となる事情の発生を具体的に記載するとともに、当該事情の発生があったことを知るに足る書面がある場合には、当該書面を本届出書に添付すること。 当該撤回等の条件となる事情について第26条に規定する軽微基準が存在する場合には、当該軽微基準に該当しないことについて具体的に記載すること。 令第14条第1項第2号に掲げる事由により撤回等を行う場合には、同号イ又はロに定める決定がなされることを回避するために講じた方策について具体的に記載すること。 第26条第4項に定める事由により撤回する場合には、同項の決定がなされることを回避するために講じた方策について具体的に記載すること。 株券等の返還方法 応募に際し株券等を提供させた場合に記載すること。 
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第
六
号
様
式第六号様式 

【表紙】 

【提出書類】            公開買付報告書 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                年 月 日 

【報告者の氏名又は名称】(１)                    

【報告者の住所又は所在地】                     

【最寄りの連絡場所】                        

【電話番号】                            

【事務連絡者氏名】                         

【代理人の氏名又は名称】(２)                    

【代理人の住所又は所在地】                     

【最寄りの連絡場所】                        

【電話番号】                            

【事務連絡者氏名】                         

【縦覧に供する場所】(３)      名称 

（所在地） 

１ 【公開買付けの内容】 

(１) 【対象者名】 

(２) 【買付け等に係る株券等の種類】 

(３) 【公開買付期間】 

２ 【買付け等の結果】 

(１) 【公開買付けの成否】(４) 

(２) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】 

(３) 【買付け等を行った株券等の数】(５) 

株 券 等 の 種 類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数 

株券 （株） （株） 

新株予約権証券   

新株予約権付社債券   

株券等信託受益証券 
（   ） 

  

株券等預託証券（   ）   

合計   

（潜在株券等の数の合計） ― （ ） 

(４)【買付け等を行った後における株券等所有割合】(６) 

区         分 議決権の数 

報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
（個） (a)  

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個） (b)  

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に
係る議決権の数（個） (c)  

報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
（個） (d)  

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個） (e)  

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に
係る議決権の数（個） (f)  

対象者の総株主等の議決権の数（ 年 月 日現在）（個） (g)  

買付け等後における株券等所有割合 
（（ａ＋ｄ）／（ｇ＋（ｂ－ｃ）＋（ｅ－ｆ））×100）（％）  

(５) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】(７) 

（記載上の注意） 

あん分比例方式により買付け等を行う場合において、本報告書を提出する際に記

載することが困難である事実がある場合には、本報告書を提出する時点で確定した

事項のみ記載すること。この場合には、記載することができることとなった時点に

おいて訂正報告書を提出すること。 

(１) 報告者の氏名又は名称 

複数の者が共同して公開買付けを行った場合には、それぞれの者について記載

すること。 

(２) 代理人の氏名又は名称 

非居住者が報告をする場合に、本邦内に住所又は事務所を有するものであっ

て、公開買付けに係る書類の提出に関する一切の行為につき公開買付者を代理す

る者（以下この(２)において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である

場合には、その名称及び代表者の氏名）を記載すること。 

(３) 縦覧に供する場所 

第33条第２項及び第３項の規定による縦覧について記載すること。 

(４) 公開買付けの成否 

法第27条の13第４項第１号に掲げる条件を付している場合に、当該条件の成就

又は不成就について記載すること。 

(５) 買付け等を行った株券等の数 

ａ 株券等の数は、第８条の規定により計算した株式又は投資口の数を記載する

こと。以下同じ。 

ｂ 株券等が株券である場合には、株式の種類ごとに記載すること。 

また、株券等が新株予約権証券又は新株予約権付社債券である場合におい

て、旧新株引受権証券等が含まれる場合には、区分して記載すること。 

ｃ 「株券等信託受益証券」及び「株券等預託証券」の欄の括弧内には株券等信

託受益証券及び株券等預託証券の権利に係る対象株券等の種類を記載するこ

と。 

ｄ 株券等が投資証券又は新投資口予約権証券である場合には､｢株式に換算

した応募数」とあるのは「投資口に換算した応募数」と､｢株式に換算した買

付数」とあるのは「投資口に換算した買付数」と、「（株）」とあるのは

「（口）」と読み替えて記載すること。 

ｅ 株券等の発行者が外国の者である場合は、内国法人が発行者である株券等に

準じて記載すること(｢買付け等を行った後における株券等所有割合｣欄におい

て同じ。)。 

 (６) 買付け等を行った後における株券等所有割合 

ａ 「対象者の総株主等の議決権の数」欄には、原則として、報告書提出日の総

株主等の議決権（法第29条の４第２項に規定する総株主等の議決権をいう。以

下同じ。）の数を記載すること。ただし、これが分からない場合には、直近に

提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載された総株

主等の議決権の数を記載しても差し支えない。 

また、株券等が特定投資家向け有価証券（法第４条第３項に規定する特定投

資家向け有価証券をいう。）である場合には、次に掲げる総株主等の議決権の

数を記載しても差し支えない。 

  (a) 直近に提供され、又は公表された特定証券情報（法第27条の31第１項に規

定する特定証券情報をいう。以下同じ。）又は発行者情報（法第27条の32第

１項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。）に含まれた総株主等の議決

権の数 

  (b) (a)に掲げる総株主等の議決権の数を把握することができない場合又は特

定証券情報若しくは発行者情報に総株主等の議決権の数が含まれていない場
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合には、その他の方法により把握することができた総株主等の議決権の数で

直近のもの 

ｂ 株券等所有割合については小数点以下３桁を四捨五入し小数点以下２桁まで

記載すること。 

ｃ 各欄の「議決権」（「総株主等の議決権」を除く。）には、社債、株式等の

振替に関する法律第147条第１項若しくは第148条第１項（これらの規定を同法

第228条第１項において準用する場合を含む。）又は同法第181条第１項、第

182条第１項、第212条第１項若しくは第213条第１項の規定により発行者に対

抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。 

(７) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

あん分比例方式により買付け等を行う場合に、その計算方法、計算過程及び計

算の結果について詳細に記載すること。 

【
第
七
号
様
式
】

第七号様式（平20内府令8・全改、令元内府令2・令元内府令14・令2内府令75・一部改正） （日本産業規格A4） 届出日：年月日 電子公告届出書 財務（支）局長殿 電子開示システム（法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。）により公告を行いたいので、添付書類とともに電子公告届出書を提出いたします。 1．仮番号 2．届出者の名称又は氏名 3．代表者の役職氏名 4．設立日又は生年月日 5．本店所在地又は住所 6．電話番号 7．連絡場所 8．連絡先電話番号10 9．連絡先電子メールアドレス11 10．その他12 （記載上の注意） 届出者が外国法人又は非居住者である場合には、この様式に準じて記載すること。この場合、「6．電話番号」の次に「6―2代理人の氏名又は名称」、「6―3代理人の住所又は所在地」及び「6―4代理人の電話番号」の項を設け、代理人について記載すること。また、「7．連絡場所」から「9．連絡先電子メールアドレス」までは、代理人の事務担当者（当該電子公告届出に係る担当者をいう。以下この様式において同じ。）について記載すること。 添付書類 第9条第1項において準用する開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令（平成14年内閣府令第45号）第2条第4項各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付すること。 仮番号 第9条第1項において準用する開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条第1項に規定する番号を記載すること。 届出者の名称又は氏名 a届出者が法人である場合には、名称を記載すること。 b届出者が個人である場合には、氏名を記載すること。 代表者の役職氏名 届出者が法人である場合には、代表者の役職及び氏名を記載すること。 設立日又は生年月日 届出者が法人である場合には当該法人の設立年月日を、個人である場合には生年月日を記載すること。 本店所在地又は住所 本店所在地又は住所を郵便番号とともに記載すること。 電話番号 届出者が法人である場合には、法人の代表番号等（対外的な窓口となる電話番号）を記載すること。 連絡場所 事務担当者に係る連絡場所の所在地を記載すること。 連絡先電話番号 連絡場所の電話番号を記載すること。 連絡先電子メールアドレス 事務担当者又は連絡場所の電子メールアドレスを記載すること。 その他 その他記載すべき事項があれば記載すること。 
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第
八
号
様
式

第八号様式（平18内府令86・追加、令元内府令2・一部改正） 【表紙】 【提出書類】対質問回答報告書 【提出先】関東財務局長 【意見表明報告書受理日】年月日 【提出日】年月日 【報告者の氏名又は名称】 【報告者の住所又は所在地】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【縦覧に供する場所】名称 （所在地） 1【対象者名】 2【質問に対する回答】 （記載上の注意） 意見表明報告書受理日 当該公開買付けに対する意見表明報告書を対象者から受理した日を記載すること。 縦覧に供する場所 第33条第2項及び第3項の規定による縦覧について記載すること。 質問に対する回答 a当該意見表明報告書に記載された質問とそれに対する回答を記載すること。 b当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由を詳細に記載すること。 c回答に至った経緯を時系列に記載すること。  
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